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とを目的とした「純真学園大学 放射線障害予防規程」【資料 5-1-22】を制定している。ま

た、放射線安全管理委員会を設置し、放射線安全管理業務及び放射線障害防止に関連した

業務を行っている【資料 5-1-23 純真学園大学 放射線安全管理委員会規程】。 
本学における遺伝子組換え実験に関する安全対策としては、「純真学園大学 遺伝子組

換え実験安全管理規程」【資料 5-1-24】を制定し、安全主任者の任命や遺伝子組換え実験安

全委員会の設置に加え、令和 3(2021)年 3 月には実験責任者用の「遺伝子組み換え実験安

全の手引き」【資料 5-1-25】及び実験従事者用の「遺伝子組み換え実験を始める前に」【資

料 5-1-26】を作成し、環境保全や安全への配慮を行うとともに緊急時の対応を定めている。 
危機管理については、令和 3(2021)年 3 月に「危機管理マニュアル」【資料 5-1-27】を作

成し、火災、地震等の災害時の危機管理体制を整備している。また学生委員会のもとで防

災避難訓練を実施して、教職員及び学生等の安全確保を図っている。令和 4 (2022)年度は

Covid-19 対策の観点から、実際の避難行動は行わず、避難経路の確認を行った。このほか、

教職員で構成する自衛消防組織によって日常の火災予防や災害時の対応にあたることとし

ており、夜間の警備については外部の警備会社に委託している。 
地震への対応については、ハード面では旧耐震基準に基づく建造物について平成

26(2014)年度に大規模な耐震補強工事を実施しており、私立学校校舎等実態調査に基づく

令和 5(2023)年 4 月 1 日現在の純真学園（系列校である純真短期大学、及び埼玉純真短期

大学を含む）の耐震化率は 96.74%である【資料 5-1-28 建物の耐震化率（令和 5 年 4 月

1 日現在）】。ソフト面では、毎年新入生に「大地震対応マニュアル」【資料 5-1-29 大地震

対応マニュアル（学生配布用）】を配付しており、地震発生時の対応に関するフローチャー

トの整備も行っている【資料 5-1-30 地震対応のフローチャート】。令和 4(2022)年度後期

オリエンテーション時には、災害時の対応について説明を行うとともに、大地震対応マニ

ュアルのデータを各自のスマートフォンにもダウンロードさせ、危機管理意識の向上に努

めている。加えて、緊急連絡／安否確認システム「エマージェンシーコール」を運用して

おり、避難訓練時に同システムを用いて教職員及び学生の安否確認訓練を実施している。 
このほか、表 5-1 のとおりキャンパス内に AED（Automated External Defibrillator : 

自動体外式除細動器）を 22 台（うち大学の専用・共用施設内に 15 台）配置している。 
 
表 5-1 AED 設置場所（大学専用・共用施設、令和 5 年 5 月 1 日現在） 

建物 設置場所 建物 設置場所

1 号館 

講義棟 3 階体育館入口
2 号館 

1 階エントランス 

講義棟 4 階エントランス 3 階エレベーターホール 

講義棟 5 階健康管理センター 3 号館 4 階エレベーターホール 

講義棟 6 階エレベーターホール 短大棟 2 階純真レストラン 

講義棟 8 階エレベーターホール

純真学園本館

1 階エントランス 

研究棟 4 階給湯室前  3 階エレベーターホール 

MLC 
1 階エントランス  5 階エレベーターホール 

3 階エレベーターホール   
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（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

現在の管理運営体制を今後も維持しながらも、時代の要求、変化に合わせて適宜規程等

の見直し・整備を行い、内部統制とコンプライアンスが確立した組織風土を醸成する。 
既存建物の改修・改築等と学生への教育環境の改善、事務組織の合理化等については、

次期中期計画（令和 7(2025)年度～令和 11(2029)年度）にて対応する予定である。 
 
 
－ ．理事会の機能

① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性

（ ） － の自己判定

基準項目 5－2を満たしている。 
 

（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性

学校法人の最高意思決定機関である理事会は必要に応じて開催しており、適切に運営さ

れている。理事会は、寄附行為第15条第2項【資料F-1】において「学校法人の業務を決し、
理事の職務の執行を監督する」ために設置することが規定されている。 
理事の定数は、寄附行為第5条において5人以上8人以内と規定されている。理事のうち1

人を理事長として、理事総数の過半数の議決により選任している。理事の選任は、寄附行

為第6条において、① この法人の設置する学校の学校長1人以上2人以内（1号理事）、②
評議員のうち評議員会において選任した者2人以上3人以内（2号理事）、③ 学識経験者の

うちから理事会において選任した者2人以上3人以内（3号理事）としている。令和5(2023)
年5月1日現在は、1号理事1人、2号理事2人、3号理事3人の計6人である。また、多様な意
見を取り入れるため外部理事を2人選任している。 
理事会は、「寄附行為実施規則」第3条【資料5-2-1】に基づき、学校法人の業務につい

て次に掲げる事項を決定している。 
① 学園及び学園が設置する学校の組織及び運営に関する基本方針 
② 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び
基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 
③ 事業計画 
④ 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 
⑤ 寄附行為の変更 
⑥ 合併及び解散 
⑦ 決算 
⑧ 収益事業に関する重要事項 
⑨ 寄附金品の募集に関する事項 
⑩ 理事会が行う理事、理事長及び評議員の選任 
⑪ 人事のうち重要と認めるもの 
⑫ 学則及び教授会規程その他理事会の定める諸規程の制定及び変更 
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⑬ 前各号に掲げるものの他、重要又は異例にわたる事項 
 
決算及び事業の実績については、寄附行為第33条の規定により毎会計年度終了後2月以
内に監事の監査を受け、理事会での議決を得た上で評議員会に報告し、その意見を求めて

いる。 
また、理事会は寄附行為第15条第10項により、理事総数の過半数が出席しなければ、会

議を開き、議決することができないとされているが、令和4(2022)年度中に10回開催された
理事会への理事の出席状況は、全ての回において100％であった【資料F-10 令和4年度理
事会の開催状況】 
また、理事会の開催に際しては、事前に書面案内による議題と出欠確認を適切に行って

おり、理事が欠席する場合はあらかじめ「回答書」によって各議案に対する賛否の意思表

示ができるとしている。 
以上のように、寄附行為は適切に整備されており、理事会を必要に応じて開催し、安定

した業務執行がなされている。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

理事会は寄附行為に基づき適切に運営されており、外部理事を含め理事の出席状況も良

好である。 
今後は、令和 5(2023)年 4月 26日の参議院本会議にて可決・成立した改正私立学校法に

基づき、令和 7(2025)年 4月 1日の同法施行に向け、役員等の資格・選解任の手続きや各
機関の職務・運営等の管理運営制度、及び本学園の意思決定の在り方の見直し等を進めて

いく。 
 
－ ．管理運営の円滑化と相互チェック

① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化

② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性

（ ） － の自己判定

基準項目 5－3を満たしている。 
 
（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化

本学では学校法人の代表である理事長が大学学長を兼務し、経営管理部門と教学部門の

調整を図っている。経営管理部門の運営においては、法人事務局に法人事務局長を配し、

理事長による管理運営を補佐している。また大学には、教学部門に副学長兼研究科長及び

学部長を置き、管理部門に事務局長を配して、学長による管理運営を補佐している。副学

長兼研究科長、学部長及び事務局長は本学園の評議員であり、大学運営について評議員会

の席上で意見を述べる機会を有している【資料F-10 理事・評議員・監事一覧リスト】。 
更に、法人事務局と福岡地区の各設置校（本学、純真短期大学、純真高等学校）の間で

定期的に連絡会議を開催し、法人と各学校間との情報の交換・共有化を図っている。月例
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⑬ 前各号に掲げるものの他、重要又は異例にわたる事項 
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調整を図っている。経営管理部門の運営においては、法人事務局に法人事務局長を配し、

理事長による管理運営を補佐している。また大学には、教学部門に副学長兼研究科長及び
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長兼研究科長、学部長及び事務局長は本学園の評議員であり、大学運営について評議員会

の席上で意見を述べる機会を有している【資料F-10 理事・評議員・監事一覧リスト】。 
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で開催される連絡会議は、法人事務局長、大学・短大各事務局長、高校事務長で組織され

ており、各設置校の現況並びに問題点等を早期に把握、解決する体制をとっている。各設

置校における職員からの意見、提案等についても、同連絡会議にて協議され、必要に応じ

て評議員会、理事会への上程事項として取扱い、事務部門の問題点をいち早く解決してい

る。このことにより、法人及び大学の各管理運営機関の意思決定は円滑に行われている。 
ボトムアップについては、教授会や学部運営会議、各種委員会、学科会議、研究科委員

会、研究科運営会議等を通じて、教員の意見を汲み上げる仕組みが構築されている。また、

事務局職員の意見の汲み上げについては、教授会や学部運営会議、各種委員会等に事務局

長又は各委員会業務を所管する係の担当者が正規メンバー、あるいは事務担当者として出

席することにより担保されている。 
本学は在籍学生数が 1,200人程の大学であることから、教員組織と事務局組織とが近い
距離にあり、教職員が互いに情報共有できる環境にあるといえる。このため、教職員間の

コミュニケーションも比較的容易であり、このことは本学の教学部門と管理運営部門の連

携強化にもつながっている。 

② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性

前項で触れたとおり、本学園の理事長が本学学長を兼務しており、また本学の幹部教職

員が本学園の評議員を兼ねている。加えて、法人事務局と福岡地区の設置校で定期的に連

絡会議が開催されており、これらの仕組みを通じて法人と大学の各管理運営機関が相互チ

ェックする体制が整備されている。 
監事の選任については、寄附行為第 5条第 1項第 2号において定数を「2～3人」、更に

寄附行為第 7条において「この法人の理事、職員（学長（校長）、教員その他の職員を含
む。以下同じ。）、評議員または役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であっ

て理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」

と規定されており、令和 5(2023)年度現在は 3人が選任されている【資料 F-10 理事・評

議員・監事一覧】。 
監事は、寄附行為第 14条並びに「学校法人純真学園 監事監査規程」【資料 5-3-1】第 2

条及び第 3条に基づき、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について
監査を実施しており、監査結果を当該会計年度終了後 2月以内に理事会及び評議員会に報
告している【資料 F-11 監査報告書】。監事の令和 4(2022)年度理事会（10回開催）への
出席状況は実出席率平均 94.4％、評議員会（9回開催）への出席状況は実出席率平均 93.9％
の状況である【資料 F-10 令和 4年度評議員会の開催状況】。また、監査法人監査の際は
監事と理事長及び監査法人を交えて財産の状況について意見交換がなされている【資料 5-
3-2 監査概要書】。 
監事の職務執行を補佐する体制については、原則として法人総務課が対応している【資

料 5-3-3 学校法人純真学園事務組織規則第 4条】。また監事監査の際は、理事長の承認を
得て法人総務課以外の職員も監査に関する事務を補助させることができるようにしている

（監事監査規程第 8条）。 
評議員の選任については、寄附行為第22条において「この法人の職員のうちから5人～9

人」（1号評議員）、「この法人の設置する学校の卒業生で年齢25才以上のもののうちから
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1人」（2号評議員）、「この法人に関係ある学識経験者から5人～7人」（3号評議員）と規
定されている。令和5(2023)年5月1日現在では、1号評議員9人、2号評議員1人、3号評議員
5人の計15人である。 
寄附行為第20条において、予算、事業計画等の重要事項は、あらかじめ評議員会の意見

を聞かなければならないと規定されている。また、決算及び事業報告については、理事会

承認後、評議員会に報告し、意見を求めている。 
寄附行為第 18 条第 8 項において、評議員会は評議員総数の過半数の評議員が出席しな
ければならないと規定されている。評議員会は令和 4(2022)年度に 10回開催されたが、出
席状況は良好で、実出席率平均は 99.4％であった。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

法人及び大学の管理運営は、評議員に大学等の教職員が選任されており、評議員会にお

いても活発に意見交換がされており、大学教学部門及び管理部門からの提案などを汲み上

げる仕組みがある。 
監事は理事会・評議員会に出席し、また業務監査・財務監査を適切に行っている。評議

員会についても、法令及び寄附行為に則り適切に開催されている。 
前述のとおり、今後は令和 7(2025)年 4月 1日に予定されている改正私立学校法施行に

向け、役員等の資格・選解任の手続きや各機関の職務・運営等の管理運営制度、及び本学

園の意思決定の在り方の見直し等を進めていく。

－ ．財務基盤と収支

① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（ ） － の自己判定

基準項目 5－4を満たしている。 
 
（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

中長期的な財政については、収支の均衡を前提とした中期計画を作成しており、基本金

組入前当年度収支差額がプラスとなるよう、収容定員の充足や教育研究の充実を図ってい

る【資料 5-4-1 事業活動収支計画書（令和 2年度～令和 6年度）】。 
学生数は、表 5-2に示すとおり順調に推移しており、本学の基本金組入前当年度収支差

額はプラス（令和 4(2022)年度：3億 6,743万円の黒字）を維持している。 
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1人」（2号評議員）、「この法人に関係ある学識経験者から5人～7人」（3号評議員）と規
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表 5-2 学生数及び基本金組入前当年度収支差額の推移（最近 5ヵ年、大学のみ） 
 学生数 

（5月 1日現在） 

（単位：人） 

基本金組入前当年度収

支差額（実績） 
（単位：千円） 

 
備考 

平成 30年度 1,123 285,288   
令和元年度 1,194 94,361   
令和 2年度 1,235 253,026   
令和 3年度 1,263 247,555   
令和 4年度 1,276 367,433   

② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

学園全体の令和 4(2022)年度の基本金組入前当年度収支差額は表 5-3 に示すとおり、約
3億 4,318万円のプラスであり、前年度より約 2億 4,895万円増加している。この要因と
して、令和 3(2021)年度は旧図書館棟の解体工事や純真学園本館 6 階ホールの特定天井改
修工事等の大規模修繕工事を実施したが、令和４(2022)年度は大規模修繕工事に該当する
工事が発生しなかったことが挙げられる。 
学園全体の財務比率は、人件費比率 49.0％（前年度：49.0％）、教育研究経費比率 33.9％
（前年度：36.7％）、事業活動収支差額比率 8.9％（前年度：2.4％）、積立率 31.9％（前年
度：30.3％）となっており、ほとんどの項目で改善されている【資料 5-4-2 事業活動収支

計算書関係比率（法人全体のもの）】。 
これらの結果、日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営

状態の区分」において、法人全体では A3（正常状態）となっている。 
 
表 5-3 学園全体の収支状況（最近 5ヵ年） 

 実績（単位：千円） 

事業活動収入 事業活動支出 
基本金組入前当年度収支差額 

 前年度からの増減 

平成 30年度 3,414,468 3,193,045 221,422  281,620  
令和元年度 3,505,781 3,488,495 17,286  △204,136  
令和 2年度 3,747,737 3,495,095 252,642  235,356  
令和 3年度 3,886,684 3,792,457 94,227  △158,415  
令和 4年度 3,835,496 3,492,316 343,180  248,953  

 
外部資金の導入の努力については、文部科学省科学研究費補助金をはじめ、積極的に奨

励し、その獲得を支援している。最近 5ヵ年における文部科学省科学研究費補助金の採択
件数は以下のとおりとなっている。 
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表 5-4 科学研究費補助金の獲得状況（最近 5ヵ年）※表 4-5の再掲 
 採択件数（件）※1 配分金額（千円）※1 

新規 継続※2 合計 直接経費 間接経費 合計 
平成 30年度 2  8  10  2,680 804 3,484 
令和元年度 7  7  14  8,790 2,637 11,427 
令和 2年度 6  9  15  9,745 2,924 12,669 
令和 3年度 5  16  21  10,350 3,083 13,433 
令和 4年度 3  26  29  9,906 2,922 12,828 

※1研究分担者に係る採択件数及び配分金額を含む。 

※2前任校からの継続を含む。 

 
資産運用については、「学校法人純真学園資金運用に関する取扱基準」【資料 5-4-3】を順

守し、適切な運用が行われている。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

安定した財務基盤の確立を図るため、入学生確保による定常的な学生生徒納付金収入を

得ることと、学生生徒納付金収入以外 私立大学等経常費補助金（特に私立大学等改革総合

支援事業等の補助金）及び寄付金 の収入を獲得することで事業活動収入の増加を目指す。

また、今後も中期計画を確実に履行することで、金融資産の積み上げに尽力していく。

－ ．会計

① 会計処理の適正な実施

② 会計監査の体制整備と厳正な実施

（ ） － の自己判定

基準項目 5－5を満たしている。 
 

（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 会計処理の適正な実施

会計処理にあたっては、「学校法人純真学園経理規程」【資料 5-5-1】、「学校法人純真学園 
経理規程施行細則」【資料 5-5-2】、「学校法人純真学園 固定資産及び物品管理規程」【資料
5-5-3】に則って、学校法人会計基準に基づき適正に会計処理を行っている。 
予算執行にあたっては、部門ごとに詳細に予算承認番号を付し、執行伝票（支払伺）の

内容を大学庶務課において証憑に基づき点検し、更に事務局長が予算承認番号を確認し、

業務計画に基づいた適切な支出であることを確認した上で、決裁を行っている。その後、

支払伺は法人事務局に回付され、財務課経理係で予算承認番号、積算基礎、支出内容の適

否、証憑との金額を点検後、財務課長が確認する仕組みで二重チェックを行っている。 
執行された予算結果は、毎月初めに予算執行状況表（目的別予実対比一覧表）として財
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務課経理係から事務局長へ通知し、適切に管理を行っている。 
事務局長はその予算執行状況表に基づき、予算と著しくかい離している勘定科目につい

て再精査し、補正予算を財務課経理係へ通知している。経理係はその補正された数値を学

園全体の計算書類（案）として取りまとめ、補正予算書として編成している。

② 会計監査の体制整備と厳正な実施

基準 5-3-②でも触れたとおり、本学園では法令に基づき、監事による業務・財務監査、
監査法人による会計監査が行われている。監事は、理事会及び評議員会に出席するととも

に、設置校に出向き業務監査を行っている。また財務状況の監査は、毎年度決算時に財務

課長から説明を受け監査を行っている。監査法人の監査は、理事長との面談、内部統制の

状況と会計処理について行われ、その結果を「監査概要書」【資料 5-5-4】にまとめ、監事
に報告するとともに意見交換がされている。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

本学の会計処理は、学校法人会計基準及び学内の関連諸規程に基づき、適切に行われて

いる。今後も引き続き会計処理を適切に実施するとともに、監査法人による外部監査、監

事による監査等を通じて、本学の業務の適正且つ効率的な運営を図っていく。

［基準 の自己評価］

理事会、評議員会は寄附行為に基づいて適切に開催しており、経営と教学が一体化して

運営している。監事の監査も業務監査、財務監査及び教学監査が行われており、適切に機

能している。 
財政も収容定員の充足率が高いことにより、資金の積み上げを行ない、退職給与引当特定

資産も適切に計上している。日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に

基づく経営状態の区分」において、法人全体では A3（正常状態）となっている。しかし、
積立率については全国平均を下回っているため、資金の蓄積に向けて安定した財務経営を

目指していく。
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基準 ．内部質保証

－ ．内部質保証の組織体制

① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立

（ ） － の自己判定

基準項目 6－1を満たしている。 
 
（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立

本学では開学時より学内に自己点検・評価委員会を設置し、これを内部質保証のための

委員会組織として位置づけている。同委員会の構成員は「自己点検・評価委員会規程」【資

料 6-1-1】に定めており、令和 5(2023)年度は委員長である学長以下 24人で構成されてい
る。なお、自己点検・評価委員会構成員の 1人を LO（自己評価担当者）に任命しており、
またオブザーバーとして IR室職員も委員会に出席している。 
各委員は、学内における取組みの現状を把握するとともに、学内の関係部署と協働して

自己点検・評価を実施し、改善案を取りまとめている。自己点検・評価に必要な各種資料

については、関係する業務を担当する事務部門と執筆担当者が連携しながら作成・準備し

ており、自己点検評価書作成の際に IR 室が集約している。また委員長である学長は、基
準項目ごとに作成された報告書をもとに評価の確認・確定、改善等の確認を行っている。

このため、委員長は大学の目標の設定や改善策を実施・活動する権能を有する責任者とし

て位置づけられている。 
このように自己点検・評価書の作成にあたっては、自己点検・評価委員会を中心に各委

員会及び法人・大学の各事務局が連携しながら実施する責任体制が構築されている。 

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

第 3期の認証評価システムにおける要点を踏まえ、本学における内部質保証の更なる向
上を目指すために継続すべき事項、改善・修正すべき事項等を検討し、全学的な PDCAサ
イクルを構築していく。具体的には、内部質保証について 3層構造での実施体制の構築に
取り組んでおり、教員レベル・学部学科レベル・機関レベルにおけるそれぞれでの内部質

保証と全体での取組みの一体化を図ることを目標にしている。 
教員レベルでは、基準 4-2-①でも触れたように、令和 4(2022)年度から試験的に教員評

価制度の導入を始めており、令和 6(2024)年度の本格的な導入に向けた取組みを進めると
ともに、裁量労働制の導入を図ることで働きやすさの実現にも取り組んでいる。 
学部学科レベルにおいては、これまでの委員会体制を基本的な枠組みとして、それぞれ

の委員会組織が PDCAサイクルを回しつつ、アセスメント・プランに則って全体的な教育
環境の不断の改善に取り組むことを目指している。また、教育・研究・財務・施設環境に

ついてのデータ収集及び課題の抽出については、現在導入予定の情報集約システム上のサ

ーバーに集約する作業を終えており、逐次更新を行っていくとともに、IR委員会を通じて
機関レベルでの情報共有へとつなげていく。アセスメント・プランに基づく学修成果の可

視化、教育的課題の改善については、教授会において報告・審議され、教学マネジメント
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① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立

本学では開学時より学内に自己点検・評価委員会を設置し、これを内部質保証のための

委員会組織として位置づけている。同委員会の構成員は「自己点検・評価委員会規程」【資

料 6-1-1】に定めており、令和 5(2023)年度は委員長である学長以下 24人で構成されてい
る。なお、自己点検・評価委員会構成員の 1人を LO（自己評価担当者）に任命しており、
またオブザーバーとして IR室職員も委員会に出席している。 
各委員は、学内における取組みの現状を把握するとともに、学内の関係部署と協働して

自己点検・評価を実施し、改善案を取りまとめている。自己点検・評価に必要な各種資料

については、関係する業務を担当する事務部門と執筆担当者が連携しながら作成・準備し

ており、自己点検評価書作成の際に IR 室が集約している。また委員長である学長は、基
準項目ごとに作成された報告書をもとに評価の確認・確定、改善等の確認を行っている。

このため、委員長は大学の目標の設定や改善策を実施・活動する権能を有する責任者とし

て位置づけられている。 
このように自己点検・評価書の作成にあたっては、自己点検・評価委員会を中心に各委

員会及び法人・大学の各事務局が連携しながら実施する責任体制が構築されている。 

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

第 3期の認証評価システムにおける要点を踏まえ、本学における内部質保証の更なる向
上を目指すために継続すべき事項、改善・修正すべき事項等を検討し、全学的な PDCAサ
イクルを構築していく。具体的には、内部質保証について 3層構造での実施体制の構築に
取り組んでおり、教員レベル・学部学科レベル・機関レベルにおけるそれぞれでの内部質

保証と全体での取組みの一体化を図ることを目標にしている。 
教員レベルでは、基準 4-2-①でも触れたように、令和 4(2022)年度から試験的に教員評

価制度の導入を始めており、令和 6(2024)年度の本格的な導入に向けた取組みを進めると
ともに、裁量労働制の導入を図ることで働きやすさの実現にも取り組んでいる。 
学部学科レベルにおいては、これまでの委員会体制を基本的な枠組みとして、それぞれ

の委員会組織が PDCAサイクルを回しつつ、アセスメント・プランに則って全体的な教育
環境の不断の改善に取り組むことを目指している。また、教育・研究・財務・施設環境に

ついてのデータ収集及び課題の抽出については、現在導入予定の情報集約システム上のサ

ーバーに集約する作業を終えており、逐次更新を行っていくとともに、IR委員会を通じて
機関レベルでの情報共有へとつなげていく。アセスメント・プランに基づく学修成果の可

視化、教育的課題の改善については、教授会において報告・審議され、教学マネジメント
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委員会を通じて機関レベルで共有される。またそれぞれの改善事項は、FD・SD委員会に
おいて教職員への研修という形で取り組む仕組みとしている。 
機関レベルにおいては、全体的な内部質保証の仕組みを再構成し、将来計画協議会を発

展的に解消して内部質保証検討会議と改め、教学マネジメント委員会、IR委員会そして自
己点検・評価委員会とともに機関的な内部質保証 PDCAサイクルを回すことを目指してい
る。同時に、不定期で弾力的に開催する内部質保証チーム会議において、そうした機関レ

ベルでの内部質保証、教員評価、学部学科での取組等を総合的に統括し、中長期計画へと

反映するとともに評議員会・理事会においても、協議を行うことで幅広くきめ細かな質保

証体制への昇華へとつなげていく。 

－ ．内部質保証のための自己点検・評価

① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有

② などを活用した十分な調査・データの収集と分析

（ ） － の自己判定

基準項目 6－2を満たしている。 
 
（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有

本学では、学則第2条【資料F-3】において「教育研究水準の向上を図るとともに、前条
の目的及び社会的使命を達成するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備

の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。」と明記しており、本

学における教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を行うことを定めている。 
この規定に基づき、自己点検・評価委員会は、年度ごとに自己点検・評価報告書を取り

まとめている。自己点検・評価活動にあたり、具体的な基準として公益財団法人日本高等

教育評価機構(JIHEE)が定める 6基準（① 使命・目的、② 学生、③ 教育課程、④ 教員・
職員、⑤ 経営・管理と財務、⑥ 内部質保証）並びに大学独自基準（「地域貢献」及び「自
校教育」）を採用している。この基準に基づき、学部、学科、研究科、委員会、事務部門等、

学内の各組織における各年度の活動内容の取りまとめを行うとともに、その根拠となる資

料を整備している。このように、自己点検・評価活動は本学の全学的な取組みとして位置

付けられており、その成果は各部局の戦略の策定や展開に活かされている。 
また、法人全体として毎年度『事業計画』【資料F-6】及び『事業報告書』【資料F-7】
を作成し、自己点検・評価を行っており、その中で本学としても中期計画【資料6-2-1 純

真学園大学 5ヶ年計画（令和2～6年度）】に基づき、年度単位で取り組む各種事業につい
ての自己点検・評価を行っている。 
作成した自己点検評価書は、本学ホームページ上に掲載することによって広く学外へも

情報公開している【資料 6-2-2 本学ホームページ＞情報公開＞14.純真学園大学自己点検
評価書】。また、事業報告書や財務指標等についても同様にホームページで公開している

【資料 6-2-3 本学ホームページ＞情報公開＞11.財務情報】。 
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② などを活用した十分な調査・データの収集と分析

本学では、教育、研究、学生支援、経営等に関するデータ及び情報を管理・分析し、本

学の内部質保証、計画立案及び意思決定を支援することを目的とした「IR室」を設置して
いる。 

IR室の業務内容は「純真学園大学 IR室規程」【資料 6-2-4】に定められているが、その
中には情報公開や認証評価への対応、入学者や休学者・退学者に関する調査等も含まれて

いることから、日頃より大学の教育活動に関する幅広いデータの収集を行っている。 
IR室職員は、本学が運用している教務システムの閲覧権限を有しており、各種成績デー

タや学籍異動に関するデータを直接参照できるほか、入試、学生支援、進路に関する各種

データについても、関係部署からのデータ提供を受けることにより参照が可能である。 
また、IR室ではWebアンケートシステム「E2Servey」を導入しており、本学入学時点

での状況、在学中の学生の学修状況や学修成果、卒業時の学生満足度等に関する各種アン

ケートの実施に利用している。E2Servey を用いて実施した各種アンケートについては、
システム上で集計の上、簡易分析まで表示されるが、より詳細な分析については IR 室職
員が作業を行い、関係部署へのフィードバックを図っている。 
更に、IR 室は基準 3-3 でも触れた達成度自己評価システム「Assessmentor」について
も管理者権限を有しており、令和 5(2023)年度から「授業評価アンケート」利用システム
を E2Serveyから Assessmentor に移行した際には、アンケート実施に必要な各種設定を
行うとともに、分析に必要なデータを収集するための準備を行っている。 

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

自己点検・評価活動の要となるエビデンスの収集にあたっては、今後も日本高等教育評

価機構の基準に準拠することで、必要となる情報の収集に万全を期すとともに、各種会議

体や委員会等の議事録をはじめとするその他のエビデンスについても確実に収集・蓄積す

ることを通じて、エビデンスの質・量とも一層高めていく。 
IR室では、独自に収集している各種アンケートデータに加え、必要に応じて学内の各部

署で扱っている教育、研究、学生支援、経営等に関するデータの提供を受けることにより、

学内外の様々な要望に合わせたデータの集計・分析を行っているが、基準 6-1においても
記述したとおり、現在導入に向けて取り組んでいる情報集約システムでもデータの一元化

を進めており、これまで部署ごとに蓄積していたデータをまとめるとともに、横断的な分

析や課題抽出を行うこととしている。上述の E2Serveyや Assessmentor だけでなく、学
内で独自に作成している学生カルテの情報等も取り込みながら量的・質的な情報の収集に

取り組んでいる。 
また、自己点検評価の客観性や妥当性を担保し、大学のより良い改善につなげていくた

めにも、作成した自己点検評価書の内容について学内での共有を徹底するとともに、広く

学外への情報提供も行っていく。 

－ ．内部質保証の機能性

① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の サイクルの仕組み
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② などを活用した十分な調査・データの収集と分析

本学では、教育、研究、学生支援、経営等に関するデータ及び情報を管理・分析し、本

学の内部質保証、計画立案及び意思決定を支援することを目的とした「IR室」を設置して
いる。 

IR室の業務内容は「純真学園大学 IR室規程」【資料 6-2-4】に定められているが、その
中には情報公開や認証評価への対応、入学者や休学者・退学者に関する調査等も含まれて

いることから、日頃より大学の教育活動に関する幅広いデータの収集を行っている。 
IR室職員は、本学が運用している教務システムの閲覧権限を有しており、各種成績デー

タや学籍異動に関するデータを直接参照できるほか、入試、学生支援、進路に関する各種

データについても、関係部署からのデータ提供を受けることにより参照が可能である。 
また、IR室ではWebアンケートシステム「E2Servey」を導入しており、本学入学時点

での状況、在学中の学生の学修状況や学修成果、卒業時の学生満足度等に関する各種アン

ケートの実施に利用している。E2Servey を用いて実施した各種アンケートについては、
システム上で集計の上、簡易分析まで表示されるが、より詳細な分析については IR 室職
員が作業を行い、関係部署へのフィードバックを図っている。 
更に、IR 室は基準 3-3 でも触れた達成度自己評価システム「Assessmentor」について

も管理者権限を有しており、令和 5(2023)年度から「授業評価アンケート」利用システム
を E2Serveyから Assessmentor に移行した際には、アンケート実施に必要な各種設定を
行うとともに、分析に必要なデータを収集するための準備を行っている。 

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

自己点検・評価活動の要となるエビデンスの収集にあたっては、今後も日本高等教育評

価機構の基準に準拠することで、必要となる情報の収集に万全を期すとともに、各種会議

体や委員会等の議事録をはじめとするその他のエビデンスについても確実に収集・蓄積す

ることを通じて、エビデンスの質・量とも一層高めていく。 
IR室では、独自に収集している各種アンケートデータに加え、必要に応じて学内の各部

署で扱っている教育、研究、学生支援、経営等に関するデータの提供を受けることにより、

学内外の様々な要望に合わせたデータの集計・分析を行っているが、基準 6-1においても
記述したとおり、現在導入に向けて取り組んでいる情報集約システムでもデータの一元化

を進めており、これまで部署ごとに蓄積していたデータをまとめるとともに、横断的な分

析や課題抽出を行うこととしている。上述の E2Serveyや Assessmentor だけでなく、学
内で独自に作成している学生カルテの情報等も取り込みながら量的・質的な情報の収集に

取り組んでいる。 
また、自己点検評価の客観性や妥当性を担保し、大学のより良い改善につなげていくた

めにも、作成した自己点検評価書の内容について学内での共有を徹底するとともに、広く

学外への情報提供も行っていく。 

－ ．内部質保証の機能性

① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の サイクルの仕組み
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の確立とその機能性

（ ） － の自己判定

基準項目 6－3を満たしている。 
 

（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の サイクルの仕組み

の確立とその機能性

本学の建学の精神に基づく教育目的・社会的使命を達成するために、また、三つのポリ

シーを起点とした教育の改善・向上を目的として、基準 6-2-①で触れたとおり自己点検・
評価活動を毎年実施し、次年度の活動に活かす PDCAサイクルを構築している。 
また本学では、基準 1-2-③でも触れたとおり 5年毎に中期計画を策定しており、現在は

令和 2(2020)年度から 5 か年の中期計画を実施している【資料 6-3-1 純真学園大学 5 ヶ
年計画（令和 2～6年度）】。この中期計画に基づき、各学科及び各委員会が年度の方針・目
標としてそれぞれ「3 つの目標」を設定し、年度開始時に開催される学部運営会議Ⅰ・Ⅱ
合同会議において各学科・各委員会の目標を共有するとともに、年度末に開催される学部

運営会議Ⅰ・Ⅱ合同会議において目標達成度の提示及び総括を行っている【資料 6-3-2 令

和 4年度 各学科・各委員会目標（達成度）】。これにより、各学科・各委員会の目標や達成
度を可視化し、活動内容を自己点検・評価して次年度の活動につなげるとともに、中期計

画についても進捗状況を確認し、見直しにつなげるという PDCA サイクルを構築してい
る。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

内部質保証の起点となる三つのポリシーについては、令和 4(2022)年度から運用を開始
した第 3次カリキュラムに合わせて改定を行った。今後はこの新たな三つのポリシーを起
点とする PDCA サイクルの構築と機能について点検・評価し改善を図っていく。また、令
和 5(2023)年度より「純真学園大学内部質保証の方針」を施行し、この方針のもとで、基準
6-1 で触れたように教員レベル・学部学科レベル・機関レベルにおける情報収集と分析、
並びに改善策の検討を行いながら、それぞれのレベルでの PDCAサイクルを回しつつ、全
体的な統括を学長のリーダーシップのもとに行い、理事会・評議員会やステークホルダー

の意見を取り入れながら幅広くきめ細かい質保証体制の確立へとつなげていく。 

［基準 の自己評価］

本学では自己点検・評価委員会を内部質保証のための委員会組織として位置づけ、日本

高等教育評価機構の定める評価基準に基づき自主的・自律的に自己点検・評価を実施して

いる。並行して「中期計画」に応じて、学内の各組織が年次毎に現状確認と自己評価を行

い、学部運営会議Ⅰ・Ⅱ合同会議に報告するとともに、事業報告書としてまとめている。

これらの仕組みにより、内部質保証のための組織及び責任体制が確立されている。また作

成した自己点検評価書や事業報告書、財務指標等についてはホームページで公開している。 
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IR室においては、引き続き本学の内部質保証、計画立案等を支援する体制を構築し、各
種アンケートの実施をはじめ、学内の幅広いデータを収集・分析していくための取組みを

続ける。 
今後も引き続き、自己点検・評価の結果と中期計画における実践・評価・フィードバッ

クの PDCAサイクルを連動させた取組みを更に推進し改善に役立てていく。
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IR室においては、引き続き本学の内部質保証、計画立案等を支援する体制を構築し、各
種アンケートの実施をはじめ、学内の幅広いデータを収集・分析していくための取組みを

続ける。 
今後も引き続き、自己点検・評価の結果と中期計画における実践・評価・フィードバッ

クの PDCAサイクルを連動させた取組みを更に推進し改善に役立てていく。
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価

基準 ．地域貢献 
－ ．地域への貢献 
① 活動方針と組織

② 地域貢献に関する具体的取組み

（ ） － の自己判定

基準項目 A－1を満たしている。 

（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 活動方針と組織 
本学における地域貢献活動は、次の 2つに大別できる。第一に、学園訓の一つである「奉

仕」の具体的活動である地域の「ボランティア活動及びその支援活動」、第二に、保健医療

系大学としてその専門性を地域に還元する「保健医療関連分野での地域連携に関する活動」

である。 
本学の地域貢献については、広報委員会が担当している。令和 4(2022)年度の広報委員

会は広報部長を委員長とし、研究科長、各学科長、入試委員長、学外実習対策委員長、進

路対策委員長及び各学科より学科長以外の教員各 1人が委員として加わることで構成され
ている。また、事務局からは入試広報係及び庶務課（情報管理担当）の事務職員が出席し

ている【資料 A-1-1 広報委員会規程】。 
令和 2(2020)年度まで、「未来の科学者を育成すること」を目標に地域の中学生及び高校

生を対象とした「サイエンスキャンプ」の開催に向けて企画・立案・運営を行う「サイエ

ンスキャンプ委員会」及び総務省による国家 ICT成長戦略の一つとして実施している「異
能(Inno)vationプログラム」への全学的な参画のために活動していた「イノベーション推
進委員会」の両委員会を設置していたが、委員会活動の整理・統合に伴う組織見直しの一

環として、両委員会とも令和 3(2021)年度からは広報委員会に統合された。併せて、地域
住民の方々が科学リテラシーに触れる機会を設けるための地域貢献活動の一環として平成

26(2014)年度より実施してきた「純真学園大学学術講演会」は、令和 3(2021)年度より「サ
イエンスカフェ」へと改称した。 

② 地域貢献に関する具体的取組み

② ⅰ 大学独自の活動による地域貢献への取組み

ボランティア活動に関する取組み

本学におけるボランティア活動については、学生が組織する学友会や各サークルが主に

その役割を担っており、地域の看護協会・技師（士）会等が主催する学会や勉強会の運営

補助、各団体の広報活動等に参加することによって、それぞれの職業を認知してもらえる

よう活動している。加えて、2年次に開講する純真学関連科目の「ボランティア」において
は、積極的なボランティア活動への参加を通して、地域貢献や奉仕の意味を知る取組みを

行っている【資料A-1-2 「ボランティア」シラバス】。 
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自治体との連携

本学は開学以来、福岡市南区と南区にキャンパスを構える各大学及び短期大学で構成す

る「南区大学連絡会議」に併設の純真短期大学とともに参加しており、本学を含む参加各

校が特色ある専門分野や学生の活力を区のまちづくりに活かし、また、各校がより一層住

民や地域に開かれた大学として、人材育成や学術研究を充実・発展させることを目的とし

て、「福岡市南区大学連絡会議構成校と福岡市南区との連携に関する協定書」【資料A-1-
3】を締結している。そして、この協定書に付属する覚書【資料A-1-4 純真学園大学と福

岡市南区との連携協定書に関する覚書】により、本学は保健医療、健康福祉、栄養に関す

ることに加え、環境保全、ボランティア活動等について連携・協力を行うこととしている。

また、この協定締結に合わせて、本学と福岡市南区との間で「大規模災害時における純真

学園施設の使用に関する覚書」【資料A-1-5】の調印を行っている。これは、福岡市南区及
びその周辺地域において大規模災害が発生し、南区役所の施設機能が著しく失われた際に、

本学園施設に南区災害対策本部を移転させることにより、南区における災害対応業務の円

滑な遂行を図ることを目的としている。 
 

健康福祉関連分野における地域貢献に関する取組み

平成25(2013)年度より開催している地域貢献を目的とした「公開講座」は、令和4(2022)
年度で10回目を迎えた。開催当初は地域の方々に役立つ最新医療情報や、メディアで取り
上げられ話題となっている疾病等をテーマとして取り上げていたが、近年は本学教員の専

門とする領域の講座を小規模でも年に複数回開催することで、より多くの方々に喜んで頂

けるような地域に貢献できる講座企画として、「育児（体験）教室」を実施している。 
令和 4(2022)年度の育児教室はオン
ラインで計 6回開催し、合計 34人の妊
婦夫婦の参加があった【資料 A-1-6 オ

ンライン公開講座 2022 ママとパパの

ための育児教室（チラシ）】。 
内容としては、各回とも妊婦体験・赤

ちゃんの抱き方・授乳・調乳・おむつ交

換・沐浴の方法など実施した。この際、

家庭にあるもので赤ちゃん人形を作成

し実演をして貰うなど、オンラインで

あっても参加者が育児体験をできるよ

うに工夫した。終了後のアンケートから、参加された方はこの育児教室に満足されていた

ことが伺える【資料 A-1-7 『純真の翼』第 10号 p.35】。 
なお、この「育児教室」は看護学科 3年次開講科目である「母性看護学実習」、及び 4年

次開講科目である「統合実習」の一環としての位置づけも有している。「育児教室」の教育

的側面については、基準 3-2-⑤で触れたとおりである。 

② ⅱ 大学が有する物的・人的資源の地域への提供

広報委員会を中心とした取組みのほかに、本学が有する物的・人的資源（教室・ホール

表A-1 育児教室の実施概要（令和4年度） 

回数 実施日時 参加者数 

１ 2022年6月25日（土） 3組(6人) 

２ 2022年10月15日（土） 3組(6人) 

３ 2022年11月12日（土） 4組(7人) 

４ 2022年12月10日（土） 3組(5人) 

５ 2023年2月5日（日） 4組(6人) 

６ 2023年3月4日（土） 2組(4人) 
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自治体との連携

本学は開学以来、福岡市南区と南区にキャンパスを構える各大学及び短期大学で構成す

る「南区大学連絡会議」に併設の純真短期大学とともに参加しており、本学を含む参加各

校が特色ある専門分野や学生の活力を区のまちづくりに活かし、また、各校がより一層住

民や地域に開かれた大学として、人材育成や学術研究を充実・発展させることを目的とし

て、「福岡市南区大学連絡会議構成校と福岡市南区との連携に関する協定書」【資料A-1-
3】を締結している。そして、この協定書に付属する覚書【資料A-1-4 純真学園大学と福

岡市南区との連携協定書に関する覚書】により、本学は保健医療、健康福祉、栄養に関す

ることに加え、環境保全、ボランティア活動等について連携・協力を行うこととしている。

また、この協定締結に合わせて、本学と福岡市南区との間で「大規模災害時における純真

学園施設の使用に関する覚書」【資料A-1-5】の調印を行っている。これは、福岡市南区及
びその周辺地域において大規模災害が発生し、南区役所の施設機能が著しく失われた際に、

本学園施設に南区災害対策本部を移転させることにより、南区における災害対応業務の円

滑な遂行を図ることを目的としている。 
 

健康福祉関連分野における地域貢献に関する取組み

平成25(2013)年度より開催している地域貢献を目的とした「公開講座」は、令和4(2022)
年度で10回目を迎えた。開催当初は地域の方々に役立つ最新医療情報や、メディアで取り
上げられ話題となっている疾病等をテーマとして取り上げていたが、近年は本学教員の専

門とする領域の講座を小規模でも年に複数回開催することで、より多くの方々に喜んで頂

けるような地域に貢献できる講座企画として、「育児（体験）教室」を実施している。 
令和 4(2022)年度の育児教室はオン

ラインで計 6回開催し、合計 34人の妊
婦夫婦の参加があった【資料 A-1-6 オ

ンライン公開講座 2022 ママとパパの

ための育児教室（チラシ）】。 
内容としては、各回とも妊婦体験・赤

ちゃんの抱き方・授乳・調乳・おむつ交

換・沐浴の方法など実施した。この際、

家庭にあるもので赤ちゃん人形を作成

し実演をして貰うなど、オンラインで

あっても参加者が育児体験をできるよ

うに工夫した。終了後のアンケートから、参加された方はこの育児教室に満足されていた

ことが伺える【資料 A-1-7 『純真の翼』第 10号 p.35】。 
なお、この「育児教室」は看護学科 3年次開講科目である「母性看護学実習」、及び 4年

次開講科目である「統合実習」の一環としての位置づけも有している。「育児教室」の教育

的側面については、基準 3-2-⑤で触れたとおりである。 

② ⅱ 大学が有する物的・人的資源の地域への提供

広報委員会を中心とした取組みのほかに、本学が有する物的・人的資源（教室・ホール

表A-1 育児教室の実施概要（令和4年度） 

回数 実施日時 参加者数 

１ 2022年6月25日（土） 3組(6人) 

２ 2022年10月15日（土） 3組(6人) 

３ 2022年11月12日（土） 4組(7人) 

４ 2022年12月10日（土） 3組(5人) 

５ 2023年2月5日（日） 4組(6人) 

６ 2023年3月4日（土） 2組(4人) 
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等の施設及び本学教員）を地域・社会に提供している。 
教室・ホール等の施設については、令和 4(2022)年度実績として 20 件の貸出を行った。

その内訳は以下のとおりである。 
 
表 A-2 大学施設の貸出件数（令和 4年度実績） 

学会 

研究会 

講習会 

研修会 
試験関係 

グラウンド

の年間利用 

テニスコート

の年間利用 
その他 計 

0 6 6 1 6 1 20 

 
このほか、福岡県南警察署との間で、大規模災害により警察署庁舎の機能が失われた場

合に、要請に基づき本学園内施設の一部について使用を認める「大規模災害時における純

真学園施設の使用に関する協定書」【資料 A-1-8】を締結している。更に先述のとおり、福
岡市南区との間で、大規模災害によって南区役所の施設機能が著しく失われた際に、要請

に基づき本学園施設に南区災害対策本部を移転させることを定めた「大規模災害時におけ

る純真学園施設の使用に関する覚書」を調印している。 
本学教員については、個々に専門性や経験を活かした社会活動・社会貢献を行っており、

その活動範囲は各種専門団体や学会等の役員・委員、国・地方自治体等での活動、NPO法
人やボランティアでの活動等多岐にわたっている【資料 A-1-9 本学教員の学会活動・社

会貢献活動】。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

本学は建学の精神の 1つに「奉仕」を掲げており、また保健医療系大学でもあることか
ら、大学の使命としても本学の知的・人的・物的資源を地域へ提供していくことが重要で

ある。前年度に引き続き、令和 4(2022)年度も Covid-19が収束していない状況であったも
のの、感染対策を徹底しながら可能な限り地域貢献を継続するための方策を模索した結果、

少人数での開催やオンラインでの開催等を取り入れることで実施に漕ぎつけた。 
今後についても、これまでと同様に南区大学連絡会議への参画に加え、南区役所、南警

察署、南区内の大学、高校、中学校、小学校と連携を図りながら、地域の活性化につなが

るような公開講座や社会貢献活動としてのボランティア活動への参加など、地域住民のニ

ーズに応えられる企画していく予定である。 

－ ．地域への情報発信 
① サイエンスカフェ等による社会への知の還元 
② 保健医療関連分野での地域貢献（健康フェスティバル）

③ 保健医療関連分野での啓発活動

（ ） － の自己判定

基準項目 A－2を満たしている。 
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（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① サイエンスカフェ等による社会への知の還元 
本学は、大学の使命の一つとして地域への情報発信にも力を入れている。具体的には学

内で実施する「サイエンスキャンプ」「サイエンスカフェ」や「南区こども大学」に加え、

本学教員が福岡市南区内の施設等へ出向いて実施する「南区出前講座」などの取組みによ

り、前項でも取り上げた「公開講座」等とともに社会への知の還元に取り組んでいる。 
 
サイエンスキャンプ

平成 24(2012)年度よりスタートしたサイエンスキャンプでは、本学の先進的な研究テー
マに取り組む教員が協力して、主に夏休み期間中に中学生及び高校生を対象とした先進的

科学技術体験プログラムを企画・実施しており、地元地域への社会貢献と併せて「未来の

科学者を育成すること」を目標としている。メインテーマは「生命を科学する」と題し、

毎年度サブテーマを決めて実施している（表 A-3）。 
本事業は福岡県教育委員会、福岡市、福岡市教育委員会、福岡市南区、西日本新聞社、

公益社団法人福岡県看護協会、公益社団法人福岡県診療放射線技師会、一般社団法人福岡

県臨床衛生検査技師会、一般社団法人福岡県臨床工学技士会の後援を得ている。 
令和 4(2022)年度は Covid-19感染対策を徹底しながら、8月 6日に中学生、8月 7日に
高校生を対象として開催した。今年度のサブテーマは、本学の学科の特色を活かし「身体

のはたらきを数値で知ろう」とし、2つのプログラム（「心電図・血圧計・パルスオキシメ
ータ」「CT 3次元画像処理・骨塩定量」を実施した。参加者は中学生 7人及び高校生 8人
であり、終了後のアンケートで参加者から高い評価が得られた【資料 A-2-1 『純真の翼』
第 10 号 p.38】。今年度実施分を含めた過去のサブテーマと参加者数は以下のとおりであ
る。 
 
表 A-3 サイエンスキャンプのサブテーマと参加者数（最近 5ヵ年） 

回数 
実施 

年度 
サブテーマ 

参加者数（人） 

備考 
高校生 中学生 

中学校

教員 
その他 計 

第 6回 平成 29  消化器を旅してみよう 36 - 13 - 49  

第 7回 平成 30  医療とロボット 12 - - 1 13 教員 1人 

第 8回 令和元 MRIを操作してみよう 18 26 -  44  

中止 令和 2 （Covid-19 流行のため
開催なし） - - - - -  

第 9回 令和 3 PCRと ECMOを学んで
みよう 15 12 -  27  

第 10回 令和 4 身体のはたらきを数値

で知ろう 8 7 - - 15  

 
サイエンスカフェ

令和 3(2021)年度は Covid-19対策の観点からオンライン開催としたが、令和 4(2022)年
度は Covid-19 感染対策を徹底しながら対面で開催した。テーマは「新型コロナウイルス
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（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① サイエンスカフェ等による社会への知の還元 
本学は、大学の使命の一つとして地域への情報発信にも力を入れている。具体的には学
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科学技術体験プログラムを企画・実施しており、地元地域への社会貢献と併せて「未来の

科学者を育成すること」を目標としている。メインテーマは「生命を科学する」と題し、

毎年度サブテーマを決めて実施している（表 A-3）。 
本事業は福岡県教育委員会、福岡市、福岡市教育委員会、福岡市南区、西日本新聞社、

公益社団法人福岡県看護協会、公益社団法人福岡県診療放射線技師会、一般社団法人福岡

県臨床衛生検査技師会、一般社団法人福岡県臨床工学技士会の後援を得ている。 
令和 4(2022)年度は Covid-19感染対策を徹底しながら、8月 6日に中学生、8月 7日に

高校生を対象として開催した。今年度のサブテーマは、本学の学科の特色を活かし「身体

のはたらきを数値で知ろう」とし、2つのプログラム（「心電図・血圧計・パルスオキシメ
ータ」「CT 3次元画像処理・骨塩定量」を実施した。参加者は中学生 7人及び高校生 8人
であり、終了後のアンケートで参加者から高い評価が得られた【資料 A-2-1 『純真の翼』
第 10 号 p.38】。今年度実施分を含めた過去のサブテーマと参加者数は以下のとおりであ
る。 
 
表 A-3 サイエンスキャンプのサブテーマと参加者数（最近 5ヵ年） 

回数 
実施 

年度 
サブテーマ 

参加者数（人） 

備考 
高校生 中学生 

中学校

教員 
その他 計 

第 6回 平成 29  消化器を旅してみよう 36 - 13 - 49  

第 7回 平成 30  医療とロボット 12 - - 1 13 教員 1人 

第 8回 令和元 MRIを操作してみよう 18 26 -  44  

中止 令和 2 （Covid-19 流行のため
開催なし） - - - - -  

第 9回 令和 3 PCRと ECMOを学んで
みよう 15 12 -  27  

第 10回 令和 4 身体のはたらきを数値

で知ろう 8 7 - - 15  

 
サイエンスカフェ

令和 3(2021)年度は Covid-19対策の観点からオンライン開催としたが、令和 4(2022)年
度は Covid-19 感染対策を徹底しながら対面で開催した。テーマは「新型コロナウイルス
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感染症とその後遺症」とし、福岡県医師会理事を務められている西秀博先生（西内科医院

院長）をお招きして、Covid-19の現状に加え、感染後の後遺症及びその治療法についてご
講演いただいた。当日は近隣の方々に加え、教職員及び学生合わせて 21人が参加し、講演
後のアンケート結果でも全員から高い評価が得られた【資料 A-2-2 『純真の翼』第 10号
p.39】。 
 

南区こども大学

本学を含む福岡市南区の 7つの大学・短期大学で平成 28(2016)年 12月より子育て支援
や健康づくりなど、多分野での協力関係を結んでいる「包括連携協定」に基づいて、平成

29(2017)年度より「南区こども大学」を実施している。本学では、医療系大学の専門性を
活かし、令和 2(2020)年度まで夏休み期間に小学生を対象として放射線技術科学科及び医
療工学科の 2学科にて講座を展開してきたが、これらの講座は非常に人気が高く、受付開
始後すぐに満席となる状況だった。令和 3(2021)年度より、更に看護学科及び検査科学科
の 2 学科を加えた全 4 学科にて講座を開講しており、感染対策を徹底しながら、令和
4(2022)年度は対面にて 5講座を開催した。各講座終了後のアンケートにおいて、参加者及
びその保護者からも高い評価を得ている【資料 A-2-3 『純真の翼』第 10号 p.36】。 
 
表 A-4 南区こども大学 実施状況（令和 4年度） 

No. 実施日時 講座テーマ 
参加者数

（人） 

実施

状況 

1 2022年 7月 30日 
外科手術を体験してみよう！実験して学ぼう！正しい手

洗い 
12 実施 

2 2022年 8月 5日 
おへそのおはなし 

ママのお腹の中の赤ちゃんの様子を見てみよう 
21 実施 

3 2022年 8月 5日 実験して学ぼう！正しい手洗い 15 実施 

4 2022年 8月 5日 病院の先生になってみよう ～体の中を覗いてみると～ 8 実施 

5 2022年 9月 3日 X線の仕組みを学んで撮影して見よう！ 12 実施 

 
南区出前講座

前述の南区こども大学と同様に、福岡市南区と 7つの大学・短期大学による「包括連携
協定」の取組みの一環として「南区出前講座」を実施している。令和 4(2022)年度は、本学
4学科から各学科の特色を活かした講義テーマを準備し、全 8 講座を設定したところ、公
民館及び地域各種団体より 4講座の申し込みがあった。しかしながら、Covid-19感染拡大
による影響で 1講座が中止となり、最終的には 3講座を開講した。
 
表 A-5 南区出前講座 実施状況（令和 4年度） 

No. 実施日時 講座テーマ
参加者数

（人）

実施

状況

1 2022年 7月 12日 あなたの骨は大丈夫？骨粗しょう症について考える 26 実施 
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2 2022年 8月 3日 あなたの骨は大丈夫？骨粗しょう症について考える 20 実施 

3 2022年 9月 13日 あなたの骨は大丈夫？骨粗しょう症について考える - 中止 

4 2023年 3月 10日 ロミロミ at Home 19 実施 

② 保健医療関連分野での地域貢献（健康フェスティバル）

本学は建学の精神の一つに「奉仕」を掲げていることから、医療系大学である本学の知

的・人的・物的資源を地域へ提供すること、また地域住民の方々への健康に関する意識を

高めることを目的として、教職員のサポートの下、学生を主体として平成 28(2016)年度か
ら併設校の純真短期大学と共同で「健康フェスティバル」を開催している。 
当初は、西鉄大橋駅西口広場を会場とし、6つの検査（頸動脈エコー、血圧、血管年齢、

骨密度、肺活量、足指筋力測定）を行ってきた。令和 3(2021)年度開催分からは Covid-19
感染拡大の影響を踏まえ、また地域との連携を更に深めるため、実施形式、実施場所及び

内容の見直しを行い、本イベントを本学が立地している筑紫丘地区の公民館及び筑紫丘校

区健康推進部との共同開催形式とした上で事前予約制を導入し、また開催場所も筑紫丘小

学校体育館にて実施している。 
令和 4(2022)年度は近隣地域から 157人の方々が来場され、保健医療分野における本学
の地域貢献活動に接して頂くことができた。また、参加者に対するアンケート結果でも高

い評価を得ている【資料 A-2-4 『純真の翼』第 10号 p.37】。 
 

③ 保健医療関連分野での啓発活動

本学では平成 24(2012)年度から毎年度継続して、子宮頸がん予防の啓発に関する取組み
を行っている。主な取組みとして、例年は本学及び併設の短期大学が合同で毎年 10 月に
開催する学園祭の中で、子宮頸がん予防に関する啓発イベントを実施している。本啓発イ

ベントは、本学を中心として、福岡市南区保健福祉センター及び公益財団法人ふくおか公

衆衛生推進機構との連携にて展開している。加えて、学内には子宮頸がん予防の啓発活動

を担う学生主体のサークルとして「ピア・エデュケーション」が作られており、医療系大

学の過密なカリキュラムの合間を縫って活動している。 
この啓発イベントでは、協力団体との連携会議を経て、学園祭の開催日に合わせた移動

検診車による子宮頸がんの検診、子宮頸がんに関するパネル展示、顕微鏡を用いたがん細

胞等の観察等を行っている。子宮頸がん検診は原則として福岡市内に在住している 20 歳
以上の女性が対象（原則予約制、有料）であるが、本学が費用負担することにより、大学

生については本学以外の学生、また福岡市外の居住者であっても学生証を提示することに

より無料で受診できるようにしている。令和 4(2022)年度は、令和 3(2021)年度に引き続き
Covid-19 感染拡大のリスクへの懸念から福岡市南区保健福祉センターの協力は得られな
かったが、ふくおか公衆衛生推進機構の協力を得て 10月 15日に検診事業を開催し、44人
の学生が受診した【資料 A-2-5 『純真の翼』第 10号 p.34】【資料 A-2-6 2022年度純真
学園祭パンフレット】【資料 A-2-7 令和 4年度 純真学園大学学園祭 子宮頸がん検診受診
者】。 
また、これまでの本事業における学生の貢献が着目されたことから、令和 4(2022)年度
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2 2022年 8月 3日 あなたの骨は大丈夫？骨粗しょう症について考える 20 実施 

3 2022年 9月 13日 あなたの骨は大丈夫？骨粗しょう症について考える - 中止 

4 2023年 3月 10日 ロミロミ at Home 19 実施 

② 保健医療関連分野での地域貢献（健康フェスティバル）

本学は建学の精神の一つに「奉仕」を掲げていることから、医療系大学である本学の知

的・人的・物的資源を地域へ提供すること、また地域住民の方々への健康に関する意識を

高めることを目的として、教職員のサポートの下、学生を主体として平成 28(2016)年度か
ら併設校の純真短期大学と共同で「健康フェスティバル」を開催している。 
当初は、西鉄大橋駅西口広場を会場とし、6つの検査（頸動脈エコー、血圧、血管年齢、

骨密度、肺活量、足指筋力測定）を行ってきた。令和 3(2021)年度開催分からは Covid-19
感染拡大の影響を踏まえ、また地域との連携を更に深めるため、実施形式、実施場所及び

内容の見直しを行い、本イベントを本学が立地している筑紫丘地区の公民館及び筑紫丘校

区健康推進部との共同開催形式とした上で事前予約制を導入し、また開催場所も筑紫丘小

学校体育館にて実施している。 
令和 4(2022)年度は近隣地域から 157人の方々が来場され、保健医療分野における本学

の地域貢献活動に接して頂くことができた。また、参加者に対するアンケート結果でも高

い評価を得ている【資料 A-2-4 『純真の翼』第 10号 p.37】。 
 

③ 保健医療関連分野での啓発活動

本学では平成 24(2012)年度から毎年度継続して、子宮頸がん予防の啓発に関する取組み
を行っている。主な取組みとして、例年は本学及び併設の短期大学が合同で毎年 10 月に
開催する学園祭の中で、子宮頸がん予防に関する啓発イベントを実施している。本啓発イ

ベントは、本学を中心として、福岡市南区保健福祉センター及び公益財団法人ふくおか公

衆衛生推進機構との連携にて展開している。加えて、学内には子宮頸がん予防の啓発活動

を担う学生主体のサークルとして「ピア・エデュケーション」が作られており、医療系大

学の過密なカリキュラムの合間を縫って活動している。 
この啓発イベントでは、協力団体との連携会議を経て、学園祭の開催日に合わせた移動

検診車による子宮頸がんの検診、子宮頸がんに関するパネル展示、顕微鏡を用いたがん細

胞等の観察等を行っている。子宮頸がん検診は原則として福岡市内に在住している 20 歳
以上の女性が対象（原則予約制、有料）であるが、本学が費用負担することにより、大学

生については本学以外の学生、また福岡市外の居住者であっても学生証を提示することに

より無料で受診できるようにしている。令和 4(2022)年度は、令和 3(2021)年度に引き続き
Covid-19 感染拡大のリスクへの懸念から福岡市南区保健福祉センターの協力は得られな
かったが、ふくおか公衆衛生推進機構の協力を得て 10月 15日に検診事業を開催し、44人
の学生が受診した【資料 A-2-5 『純真の翼』第 10号 p.34】【資料 A-2-6 2022年度純真
学園祭パンフレット】【資料 A-2-7 令和 4年度 純真学園大学学園祭 子宮頸がん検診受診
者】。 
また、これまでの本事業における学生の貢献が着目されたことから、令和 4(2022)年度
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は、福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課の依頼により、『地元 4大学の女子学生
と連携したがん検診啓発「Cプロジェクト」』に看護学科の学生 2人が参加し、活躍した
【資料 A-2-8 『純真学園大学だより rapport』第 2号 p.2】【資料 A-2-9 本学ホームペ

ージ＞新着情報＞2022-10-27】。 
このほか、平成 26（2014）年に「学生の主体的活動への支援に関する協定書」を大学と

締結した NPO法人キャンサーサポート（がん患者支援団体）との連携により、がん征圧・
患者支援チャリティイベントである「リレー・フォー・ライフ・ジャパン福岡」（主催：

リレー・フォー・ライフ・ジャパン福岡実行委員会、公益財団法人日本対がん協会）での

ボランティア活動に毎年大勢の学生が参加している。令和 4(2022)年度は、福岡女子大学
キャンパスで 11月 13日に開催され、福岡県と協働で学生 4人ががん予防啓発講演を行っ
た【資料 A-2-10 『純真学園大学だより rapport』第 3号 p.1-2】。更に、令和 5(2023)年
1月 21日には、福岡県労働衛生研究所との協働にて、『イオンモール de保健室 ふらっ

とがん検診』イベントに参加し、学生 4人ががんサバイバーと座談会を行うなど、精力的
に活動を展開した【資料 A-2-11 本学ホームページ＞新着情報＞2023-01-06】。

（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

令和 4(2022)年度も引き続き Covid-19の影響を受けたものの、イベント開催におけるあ
る程度の社会的理解が得られたことから、本学では「サイエンスキャンプ」「サイエンスカ

フェ」「南区こども大学」「南区出前講座」を展開してきた。今後も引き続き地域との連携

を図りながら、社会のニーズに則した内容の検討及び見直しを行うことで、地域への情報

発信を進めていくとともに、福岡市を中心とする高等教育の振興と地域社会の活性化を目

的に設立された産学官連携事業である「福岡未来創造プラットフォーム」への積極的な参

画も検討していく予定である。 
また「健康フェスティバル」においても、地域住民の方々が健康に関する意識を高める

ことができるように継続した実施を目指すとともに、より広範囲の地域でも実施できるよ

う検討する。 
がん検診啓発活動については、今後も継続的に行うとともに、近隣大学への本事業拡大

について、引き続き連携組織である福岡市南区保健福祉センターに具体的なアプローチを

依頼していく予定である。 
以上のように、本学の地域貢献を毎年継続して開催していくため、学外から多くの参加

をいただくための広報の在り方や、大学の個性を強調した保健医療分野に則した新しい企

画の検討を進めていく。 

［基準 の自己評価］

学生及び教職員による各種の地域活動を通じて、本学の存在及び活動が、地域住民の方々

に浸透していくことで、その理解と協力が得られてきている。本学の学生にとってもこう

した地域貢献活動に参加することは、職業意識の涵養や専門の学びの定着の機会であるほ

か、コミュニケーション力の養成、社会人としての心構えのトレーニングにもなる。 
本学の学園訓にある「奉仕」の精神をもとに、より多くの学生が地域貢献活動に主体的
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に参加するように、入学時から学友会等を通じて今後も意識付けを行っていく必要がある。

加えて、教職員にとっても地域に開かれた大学づくりを目指していく上で地域活動は重要

であるため、災害などの非常事態時の避難場所としての役割や官民一体となった街づくり

にも参画していく。
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に参加するように、入学時から学友会等を通じて今後も意識付けを行っていく必要がある。

加えて、教職員にとっても地域に開かれた大学づくりを目指していく上で地域活動は重要

であるため、災害などの非常事態時の避難場所としての役割や官民一体となった街づくり

にも参画していく。
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基準 ．自校教育 
－ ．自校教育 
① 自校教育の構築と評価

（ ） － の自己判定

基準項目 B－1を満たしている。 

（ ） － の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

① 自校教育の構築と評価 
純真学の構築

平成 28(2016)年度より、本学独自の 4学科合同カリキュラムとして『純真学』を設置し
ている。『純真学』は、本学の理念や特徴を知ることを目的とした単なる自校教育に留まら

ず、医療人に共通して求められる基盤的な資質と汎用的能力の養成を目的としている。 
『純真学』は、令和 4(2022)年度から適用を開始した新カリキュラムに合わせて見直し
を行い、これまでの必修科目 4科目及び選択科目 2科目（計 5単位取得）から、必修科目
2 科目及び選択科目 2 科目（計 3 単位取得）に再編された。【資料 B-1-1 純真学概念図

（2022年度以降）】。 
新カリキュラムにおいて 1 年次に開講される「純真学Ⅰ」は、学長自らが教壇に立ち、

学園訓の理解と 4 年間の目標設定を促す授業で、初年次教育としての役割を担っている。
学生は、入学時に大学創設者の思いと学園訓の意味を理解し、個々の目標に向き合ってい

く。 
2 年次では、選択必修科目である「ボランティア」で奉仕活動の実際と意義を学び、同

じく選択必修科目である「異文化交流」では海外研修を通して国際的視野を学ぶ。いずれ

も主体的な体験から学ぶことを重視し、最終授業にて学びの共有を図る。 
3 年次に開講される「純真学Ⅱ」では、一流とされる人の視点・思考を知り、古典・伝

統・文化関連施設の訪問体験を通して、建学の精神の理解とともに社会人として学ぶべき

方向性を考える機会とすることを目的にしている。 
令和 4(2022)年度は、1年次において『純真学』の新カリキュラム科目である「純真学Ⅰ」
を、そして 2年次以降では、旧カリキュラム科目である 2年次開講科目「ボランティアと
キャリア形成」「異文化交流」、及び 3 年次開講科目「総合純真学」の各科目を実施した。 
「純真学Ⅰ」においては、学長による講義に続いて「自己発見」をキーワードにした各

種の体験型授業を行った。 
「ボランティアとキャリア形成」では、Covid-19感染対策で活動に制限のある中、学生
が主体となって活動を進めた。一方、「異文化交流」では、海外研修が Covid-19の流行状
況を踏まえて中止となった。 
「総合純真学」では、博多座における歌舞伎鑑賞のほかオペラ鑑賞、落語鑑賞を実施し

た【資料 B-1-2 『純真の翼』第 10号 p.12】。 

純真学の評価

以上の『純真学』の運営・評価については、各科目責任者と純真学専門部会が担い、授
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業評価結果の分析とともに、毎年、より高い教育効果をめざした工夫や改善案を検討・展

開している【資料 B-1-3 純真学専門部会 総括】。 
 
 
（ ） － の改善・向上方策（将来計画）

令和 4 (2022)年度に本学の教育課程が改正され、『純真学』は「純真学入門」に相当する
「純真学Ⅰ」、「ボランティア」と「国際交流」、更に「総合純真学」に相当する「純真学Ⅱ」

の 4科目に再構成された。「自己発見から自己実現へ」をテーマに、令和 6 (2024)年度開講
予定の「純真学Ⅱ」について「自己探究」を促す企画の検討を行っていく。 

［基準 の自己評価］

『純真学』科目開講以降、継続した授業評価の結果から、学生は建学の精神と大学で学

ぶ意味を理解していることが分かり、自校教育としての科目の役割を十分に果たしている。

特に、入学直後に開講する「純真学入門」は、個々の学修目標や志を具現化する科目とし

て適切な時期に開講しており、初年次の学修支援科目としても評価できる。更に、各科目

の中で設けた教養やボランティア活動に触れる機会は、各学科で目指す職業観の育成につ

ながっている。一連の純真学科目の最終目標である「人間力」の育成については、新カリ

キュラムにおいてもどのような指標によって評価可能かを引き続き検討する必要があるも

のの、「自己発見から自己実現へ」をテーマに再構成する純真学科目の学修は、多職種連携

教育科目やキャリア形成教育科目とともに建学の精神を体現した医療人の養成に寄与する

ものと期待できる。
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Ⅴ．特記事項

．国際交流

本学では、国際交流事業を担う中心組織として国際交流推進委員会を設け、海外の大学

の教育研究諸機関との提携や交流協定の締結を通じて純真学園大学の国際交流を積極的に

進めるとともに、現職教員を含む短期研修生の派遣や受入れを行うことにより、医療教育

と研究実践の向上や人材の育成に努めている。 
令和 4(2022)年度までに大韓民国 5校、台湾 1校、中華人民共和国 2校、アメリカ合衆

国（ハワイ）1校、オーストラリア 1校、及びベトナム 1校の各大学とMOUを締結して
おり、本学学生の短期海外研修を行うとともに、相手国の短期研修生の受入れを行ってい

る。 
令和 4(2022)年度の国際交流については、Covid-19の流行が継続していたため、小規模

の国際交流として以下の内容を実施した。 
 
【春海保健大学校（大韓民国）との国際交流】 
① 令和 4(2022)年 8月 16日～8月 19日、釜山（大韓民国）における教職員の交流 
② 令和 4(2022)年 11月 4日、本学における教職員の交流 
③ 令和 5(2023)年 1月、本学における教員及び学生との交流 

Ⅴ
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Ⅵ．法令等の遵守状況一覧

学校教育法

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 83条 ○
【大学の目的】 

本学の目的は、学則第 1条（目的）において規定している。
1-1 

第 85条 ○

【教育研究上の基本組織（学部）】 

本学の設置する学部については、学則第 1条第 2項（目的）、及び

保健医療学部規則において規定している。 

1-2 

第 87条 ○

【修業年限、その特例】 

本学の修業年限は、学則第 18条（修業年限）において規定してい

る。 

3-1 

第 88条 －
【修業年限、その特例】 

本学では編入学の制度を設けていない。 
3-1 

第 89条 －
【修業年限、その特例】 

本学では早期卒業に関する制度を設けていない。 
3-1 

第 90条 ○

【入学資格】 

本学への入学資格は、学則第 21条（入学資格）において規定して

いる。 

2-1 

第 92条 ○

【学長、教授等必要な職員】 

本学の教職員については、学則第 8 条（教職員）において規定し

ている。 

3-2 

4-1 

4-2 

第 93条 ○

【教授会の設置】 

本学の教授会については、学則第 13 条（教授会）、及び教授会規

程において規定している。 

4-1 

第 104条 ○

【学位の授与】 

本学が行う学位の授与については、以下において規定している。 

・大学学則第 46条（学位の授与） 

・大学院学則第 20条（学位） 

・学位規程第 2条（学位の名称）

3-1 

第 105条 －
【履修証明書の交付】 

本学は履修証明書の交付を行っていない。 
3-1 

第 108条 －
【編入学】 

本学では編入学の制度を設けていない。 
2-1 

第 109条 ○

【自己点検・評価】 

・本学の自己点検・評価については、学則第 2 条（自己点検・評

価）、及び自己点検・評価委員会規程に基づき実施している。 

・自己点検・評価の結果については、ホームページ上にて公開して

6-2 
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Ⅵ．法令等の遵守状況一覧

学校教育法

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 83条 ○
【大学の目的】 

本学の目的は、学則第 1条（目的）において規定している。
1-1 

第 85条 ○

【教育研究上の基本組織（学部）】 

本学の設置する学部については、学則第 1条第 2項（目的）、及び

保健医療学部規則において規定している。 

1-2 

第 87条 ○

【修業年限、その特例】 

本学の修業年限は、学則第 18条（修業年限）において規定してい

る。 

3-1 

第 88条 －
【修業年限、その特例】 

本学では編入学の制度を設けていない。 
3-1 

第 89条 －
【修業年限、その特例】 

本学では早期卒業に関する制度を設けていない。 
3-1 

第 90条 ○

【入学資格】 

本学への入学資格は、学則第 21条（入学資格）において規定して

いる。 

2-1 

第 92条 ○

【学長、教授等必要な職員】 

本学の教職員については、学則第 8 条（教職員）において規定し

ている。 

3-2 

4-1 

4-2 

第 93条 ○

【教授会の設置】 

本学の教授会については、学則第 13 条（教授会）、及び教授会規

程において規定している。 

4-1 

第 104条 ○

【学位の授与】 

本学が行う学位の授与については、以下において規定している。 

・大学学則第 46条（学位の授与） 

・大学院学則第 20条（学位） 

・学位規程第 2条（学位の名称）

3-1 

第 105条 －
【履修証明書の交付】 

本学は履修証明書の交付を行っていない。 
3-1 

第 108条 －
【編入学】 

本学では編入学の制度を設けていない。 
2-1 

第 109条 ○

【自己点検・評価】 

・本学の自己点検・評価については、学則第 2 条（自己点検・評

価）、及び自己点検・評価委員会規程に基づき実施している。 

・自己点検・評価の結果については、ホームページ上にて公開して

6-2 
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いる。 

・文部科学大臣の認証を受けた者（公益財団法人日本高等教育評

価機構）による認証評価を受審している（直近では平成 28（2016）

年度に受審）。 

第 113条 ○

【教育研究活動の公表】 

本学教育研究活動の状況については、ホームページにて公表して

いる。 

3-2 

第 114条 ○

【事務職員】 

事務職員の配置については、学則第 8条第 1項第 2号（教職員）

及び第 12 条（大学事務局）、また「純真学園大学の事務組織に関

する規程」において規定している。 

4-1 

4-3 

第 122条 －
【編入学】 

本学は編入学の制度を設けていない。 
2-1 

第 132条 －
【編入学】 

本学は編入学の制度を設けていない。 
2-1 

学校教育法施行規則

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 4条 ○

【学則記載事項】 

以下のとおり記載している。 

 

一 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日（以下「休業日」

という。）に関する事項 

→ 学則第 15 条（学年）、第 16 条（学期）、第 17 条（休業

日）、第 18条（修業年限） 

二 部科及び課程の組織に関する事項 

→ 学則第 5条（学部、学科及び学生定員） 

三 教育課程及び授業日時数に関する事項 

→ 学則第 32条（教育課程の編成）、第 33条（授業科目）、

第 34条（授業の方法等）、第 35条（単位の計算方法）、

第 36条（履修方法等） 

四 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項 

→ 学則第 37条（単位の授与）、第 38条（単位の認定要件）、

第 39条（入学前の既修得単位数の取扱い）、第 43条（成

績の評価基準）、第 44条（卒業の要件）、第 45条（卒業） 

五 収容定員及び職員組織に関する事項 

→ 学則第 5条（学部、学生及び学生定員）、第 12条（大学

事務局） 

3-1 

3-2 
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六 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項 

→ 学則第 20条（入学の時期）、第 21条（入学資格）、第 22

条（入学志願の手続）、第 23 条（入学者の選考）、第 24

条（入学手続及び入学許可）、第 26条（休学）、第 27条

（復学）、第 29条（自主退学）、第 30 条（除籍）、第 31

条（転学等）、第 44条（卒業の要件）、第 45条（卒業） 

七 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項 

→ 学則第 60条（諸納入金） 

※ 詳細については、「諸納入金納入規程」にて規定 

八 賞罰に関する事項 

→ 学則第 53条（表彰）、第 54条（懲戒）、第 55条（懲戒に

よる退学） 

九 寄宿舎に関する事項 

→ 学則第 58条（学生寮） 

※ 詳細については、「純真学園 向野寮規則」「純真学園

筑紫丘寮規則」にて規定

第 24条 ○

【指導要録】 

学籍簿、成績表、学生カード、健康診断書により保存・管理してい

る。

3-2 

第 26条 

第 5項 
○

【学生に対する懲戒の手続きの決定】 

本学学生に対する懲戒手続については、学則第 54条（懲戒）にお

いて規定している。

4-1 

第 28条 ○

【備えるべき表簿】 

備えるべき表簿については、各管轄部署において作成・保管してい

る。

3-2 

第 143条 －
【教授会の権限】 

本学では代議員会等を設置していない。
4-1 

第 146条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 147条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 148条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 149条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 150条 ○
【入学資格に関する細目】 

入学資格については、学則第 21条に規定している。
2-1 

第 151条 －
【入学資格に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
2-1 
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六 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項 

→ 学則第 20条（入学の時期）、第 21条（入学資格）、第 22

条（入学志願の手続）、第 23 条（入学者の選考）、第 24

条（入学手続及び入学許可）、第 26条（休学）、第 27条

（復学）、第 29条（自主退学）、第 30 条（除籍）、第 31

条（転学等）、第 44条（卒業の要件）、第 45条（卒業） 

七 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項 

→ 学則第 60条（諸納入金） 

※ 詳細については、「諸納入金納入規程」にて規定 

八 賞罰に関する事項 

→ 学則第 53条（表彰）、第 54条（懲戒）、第 55条（懲戒に

よる退学） 

九 寄宿舎に関する事項 

→ 学則第 58条（学生寮） 

※ 詳細については、「純真学園 向野寮規則」「純真学園

筑紫丘寮規則」にて規定

第 24条 ○

【指導要録】 

学籍簿、成績表、学生カード、健康診断書により保存・管理してい

る。

3-2 

第 26条 

第 5項 
○

【学生に対する懲戒の手続きの決定】 

本学学生に対する懲戒手続については、学則第 54条（懲戒）にお

いて規定している。

4-1 

第 28条 ○

【備えるべき表簿】 

備えるべき表簿については、各管轄部署において作成・保管してい

る。

3-2 

第 143条 －
【教授会の権限】 

本学では代議員会等を設置していない。
4-1 

第 146条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 147条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 148条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 149条 －
【修業年限及びその特例に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
3-1 

第 150条 ○
【入学資格に関する細目】 

入学資格については、学則第 21条に規定している。
2-1 

第 151条 －
【入学資格に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
2-1 
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第 152条 －
【入学資格に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
2-1 

第 153条 －
【入学資格に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
2-1 

第 154条 －
【入学資格に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。
2-1 

第 161条 －
【編入学、転学等】 

本学は該当する制度を設けていない。 
2-1 

第 162条 －
【編入学、転学等】 

本学は該当する制度を設けていない。 
2-1 

第 163条 ○

【学年の始期、終期】 

本学の学年の始期及び終期は、学則第 15 条において規定してい

る。 

3-2 

第 163条の 2 ○

【学修証明書の交付】 

保健医療学部履修規程第 28条第 1項において、学生に対して成績

証明書を発行することができる旨を定めている。また、学則第 49

条第 2項及び科目等履修生規程第 11条第 2項において、科目等履

修生に対して単位修得証明書を交付することができる旨を定めて

いる。 

3-1 

第 164条 －
【履修証明書の交付に関する細目】 

本学は該当する制度を設けていない。 
3-1 

第 165条の 2 ○

【三つの方針】 

大学の学部・学科、及び大学院の研究科・専攻ごとに「ディプロマ・

ポリシー」「カリキュラム・ポリシー」「アドミッション・ポリシー」

を定め、ホームページ等で公開している。

1-2 

2-1 

3-1 

3-2 

6-3 

第 166条 ○

【自己点検・評価に関する細目】 

本学の自己点検・評価体制については、自己点検・評価委員会を設

置しており、また自己点検・評価の項目については、日本高等教育

評価機構が定める項目を用いている。 

6-2 

第 172条の 2 ○

【教育研究活動等の情報の公表】 

教育研究活動等の状況に関する情報は、ホームページにて公表し

ている。 

1-2 

2-1 

3-1 

3-2 

5-1 

第 173条 ○

【卒業証書の授与】 

学則第 45条（卒業）及び第 46条（学位の授与）に基づき授与し

ている。 

3-1 

第 178条 － 【高等専門学校卒業者の編入学】 2-1 
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本学は該当する制度を設けていない。 

第 186条 －
【専修学校（専門課程）修了者の編入学】 

本学は該当する制度を設けていない。 
2-1 

大学設置基準

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 1条 ○

【趣旨】 

本学は、学校教育法、大学設置基準その他関係法令に基づき設置

し、運営している。また、平成 28年度に（公財）日本高等教育評

価機構による大学機関別認証評価を受審し、「適合」の判定を得て

いる。

6-2 

6-3 

第 2条 ○

【教育研究上の目的】 

学部・学科の教育研究上の目的については、保健医療学部規則第 3

条（学部における教育研究上の目的）及び第 4 条（学科における

教育研究上の目的）において規定している。

1-1 

1-2 

第 2条の 2 ○

【入学者選抜の方法】 

入学者選抜については、本学が定めるアドミッション・ポリシー、

入試委員会規程、入学者選抜規程等に基づき適正に実施している。 

2-1 

第 3条 ○

【教育研究上の基本組織（学部）】 

本学の学部については、学則第 5 条（学部、学科及び学生定員）

及び保健医療学部規則第 3 条（学部における教育研究上の目的）

に基づき設置しており、教員数については大学設置基準が求める

人数を満たしている。 

1-2 

第 4条 ○

【教育研究上の基本組織（学科）】 

本学の学科については、学則第 5条（学部、学科及び学生定員）、

保健医療学部規則第 2 条（学科）及び第 4 条（学科における教育

研究上の目的）に基づき設置している。また教員数については、大

学設置基準に加え、看護学科及び放射線技術科学科については各

医療職に関する学校養成所指定規則が定める要件・人数を満たし

ている。 

1-2 

第 5条 －

【課程】 

本学は、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課

程を有していない。 

1-2 

第 6条 －
【教育研究上の基本組織（学部以外の基本組織）】 

本学は、学部以外の教育研究上の基本となる組織を有していない。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7条 ○
【教育研究実施組織等】 

本学は、学則第 1 条に定めた教育研究上の目的を達成するため、

2-2 

2-3 
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本学は該当する制度を設けていない。 

第 186条 －
【専修学校（専門課程）修了者の編入学】 

本学は該当する制度を設けていない。 
2-1 

大学設置基準

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 1条 ○

【趣旨】 

本学は、学校教育法、大学設置基準その他関係法令に基づき設置

し、運営している。また、平成 28年度に（公財）日本高等教育評

価機構による大学機関別認証評価を受審し、「適合」の判定を得て

いる。

6-2 

6-3 

第 2条 ○

【教育研究上の目的】 

学部・学科の教育研究上の目的については、保健医療学部規則第 3

条（学部における教育研究上の目的）及び第 4 条（学科における

教育研究上の目的）において規定している。

1-1 

1-2 

第 2条の 2 ○

【入学者選抜の方法】 

入学者選抜については、本学が定めるアドミッション・ポリシー、

入試委員会規程、入学者選抜規程等に基づき適正に実施している。 

2-1 

第 3条 ○

【教育研究上の基本組織（学部）】 

本学の学部については、学則第 5 条（学部、学科及び学生定員）

及び保健医療学部規則第 3 条（学部における教育研究上の目的）

に基づき設置しており、教員数については大学設置基準が求める

人数を満たしている。 

1-2 

第 4条 ○

【教育研究上の基本組織（学科）】 

本学の学科については、学則第 5条（学部、学科及び学生定員）、

保健医療学部規則第 2 条（学科）及び第 4 条（学科における教育

研究上の目的）に基づき設置している。また教員数については、大

学設置基準に加え、看護学科及び放射線技術科学科については各

医療職に関する学校養成所指定規則が定める要件・人数を満たし

ている。 

1-2 

第 5条 －

【課程】 

本学は、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課

程を有していない。 

1-2 

第 6条 －
【教育研究上の基本組織（学部以外の基本組織）】 

本学は、学部以外の教育研究上の基本となる組織を有していない。 

1-2 

3-2 

4-2 

第 7条 ○
【教育研究実施組織等】 

本学は、学則第 1 条に定めた教育研究上の目的を達成するため、

2-2 

2-3 
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純真学園大学組織規程に定める各種の教育研究実施組織を設け、

教員及び事務職員を適切に配置している。また、各組織については

関連規程等を整備して教育研究に関する役割分担及び責任の所在

を明確にするとともに、教授会や学部運営会議等を通じて情報の

共有及び組織的な連携体制を確保している。 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 

4-3 

第 8条 ○

【授業科目の担当】 

本学は、令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号の附則第四条

（施設及び教員に関する経過措置）を適用し、改正前の大学設置基

準に基づき主要授業科目には専任の教授又は准教授を担当として

配している。また、主要授業科目以外の科目についてもなるべく本

学の専任教員である教授、准教授、講師又は助教を担当教員として

配置するとともに、必要に応じて助手を配し、専任教員が行う授業

の補助を行う体制を整えている。 

3-2 

4-2 

第 9条 －

【授業を担当しない教員】 

本学専任教員の全員が、所属する学科において編成される教育課

程に基づき開講されている授業科目を 1科目以上担当している。 

3-2 

4-2 

第 10条 ○

【基幹教員数】 

本学は、令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号の附則第四条

（施設及び教員に関する経過措置）を適用し、改正前の大学設置基

準別表第一イに定める専任教員数を満たす教員を配置している。 

3-2 

4-2 

第 11条 ○

【組織的な研修等】 

本学はFD・SD委員会規程に基づき、本学教職員を対象としたFD・

SD研修を組織的に実施している。 

3-2 

3-3 

4-2 

4-3 

第 12条 ○

【学長の資格】 

本学における学長の選考資格については、学長選考規程第 4 条に

おいて規定している。 

4-1 

第 13条 ○

【教授の資格】 

本学における教授の資格については、教育職員選考基準内規第 2

条第 3号において規定している。 

3-2 

4-2 

第 14条 ○

【准教授の資格】 

本学における准教授の資格については、教育職員選考基準内規第

2条第 3号において規定している。 

3-2 

4-2 

第 15条 ○

【講師の資格】 

本学における講師の資格については、教育職員選考基準内規第 2

条第 3号において規定している。 

3-2 

4-2 

第 16条 ○

【助教の資格】 

本学における講師の資格については、教育職員選考基準内規第 2

条第 3号において規定している。 

3-2 

4-2 
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第 17条 ○

【助手の資格】 

本学における助手の資格については、教育職員選考基準内規第 2

条第 3号において規定している。 

3-2 

4-2 

第 18条 ○

【収容定員】 

本学の収容定員については、学則第 5 条（学部、学科及び学生定

員）において規定している。 

2-1 

第 19条 ○

【教育課程の編成方針】 

本学の教育課程は、関係法令並びに本学が定める教育研究上の目

的、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき体

系的に編成している。 

3-2 

第 19条の 2 －
【連携開設科目】 

本学は連携開設科目を設けていない。 
3-2 

第 20条 ○

【教育課程の編成方法】 

本学教育課程の編成方法については、学則第 34 条（授業の方法

等）、第 36条（履修方法等）、保健医療学部履修規程第 2条（教育

課程）において適切に定めている。 

3-2 

第 21条 ○

【単位】 

本学における単位の計算方法については、学則第 35条（単位の計

算方法）において規定している。 

3-1 

第 22条 ○
【一年間の授業期間】 

年間の授業期間は、大学設置基準に基づき、学年暦に定めている。 
3-2 

第 23条 ○

【各授業科目の授業期間】 

各授業科目の授業期間は、学年暦及び時間割により、定期試験期間

を除き十五週を確保している。 

3-2 

第 24条 ○

【授業を行う学生数】 

本学は、授業の内容や教育効果、設備等の要件を考慮の上、必要に

応じてクラス分割を行う等の方法により、一授業科目あたりの学

生数が適当な人数となるよう調整している。 

2-5 

第 25条 ○

【授業の方法】 

授業の方法については、学則第 34条（授業の方法等）に規定する

とともに、Webシラバスにおいて科目ごとに明示している。 

2-2 

3-2 

第 25条の 2 ○

【成績評価基準等の明示等】 

成績評価基準等についてはWebシラバスに明記し、公開している。

また卒業の認定に関する基準等については、学則第 44条（卒業の

要件）及び第 45条（卒業）、並びに保健医療学部規則第 11条（卒

業）に定めるとともに、ディプロマ・ポリシーと併せて学生便覧に

明示している。 

3-1 

第 26条 －
【昼夜開講制】 

本学では昼夜開講制を実施していない。 
3-2 
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第 17条 ○

【助手の資格】 

本学における助手の資格については、教育職員選考基準内規第 2

条第 3号において規定している。 

3-2 

4-2 

第 18条 ○

【収容定員】 

本学の収容定員については、学則第 5 条（学部、学科及び学生定

員）において規定している。 

2-1 

第 19条 ○

【教育課程の編成方針】 

本学の教育課程は、関係法令並びに本学が定める教育研究上の目

的、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき体

系的に編成している。 

3-2 

第 19条の 2 －
【連携開設科目】 

本学は連携開設科目を設けていない。 
3-2 

第 20条 ○

【教育課程の編成方法】 

本学教育課程の編成方法については、学則第 34 条（授業の方法

等）、第 36条（履修方法等）、保健医療学部履修規程第 2条（教育

課程）において適切に定めている。 

3-2 

第 21条 ○

【単位】 

本学における単位の計算方法については、学則第 35条（単位の計

算方法）において規定している。 

3-1 

第 22条 ○
【一年間の授業期間】 

年間の授業期間は、大学設置基準に基づき、学年暦に定めている。 
3-2 

第 23条 ○

【各授業科目の授業期間】 

各授業科目の授業期間は、学年暦及び時間割により、定期試験期間

を除き十五週を確保している。 

3-2 

第 24条 ○

【授業を行う学生数】 

本学は、授業の内容や教育効果、設備等の要件を考慮の上、必要に

応じてクラス分割を行う等の方法により、一授業科目あたりの学

生数が適当な人数となるよう調整している。 

2-5 

第 25条 ○

【授業の方法】 

授業の方法については、学則第 34条（授業の方法等）に規定する

とともに、Webシラバスにおいて科目ごとに明示している。 

2-2 

3-2 

第 25条の 2 ○

【成績評価基準等の明示等】 

成績評価基準等についてはWebシラバスに明記し、公開している。

また卒業の認定に関する基準等については、学則第 44条（卒業の

要件）及び第 45条（卒業）、並びに保健医療学部規則第 11条（卒

業）に定めるとともに、ディプロマ・ポリシーと併せて学生便覧に

明示している。 

3-1 

第 26条 －
【昼夜開講制】 

本学では昼夜開講制を実施していない。 
3-2 
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第 27条 ○

【単位の授与】 

単位の授与については、学則第 37条（単位の授与）及び第 38条

（単位の認定要件）、並びに保健医療学部履修規程第 6条（単位の

認定）に基づき実施している。 

3-1 

第 27条の 2 ○

【履修科目の登録の上限】 

履修科目の登録の上限については、保健医療学部履修規程第 4 条

において規定している。 

3-2 

第 27条の 3 －
【連携開設科目に係る単位の認定】 

本学は連携開設科目を設けていない。 
3-1 

第 28条 ○

【他の大学又は短期大学における授業科目の履修等】 

他の大学又は短期大学における授業科目の履修等に関する取扱い

については、学則第 41条（他の大学等における授業科目の履修等）

において規定している。 

3-1 

第 29条 ○

【大学以外の教育施設等における学修】 

大学以外の教育施設等における学修に関する取扱いについては、

学則第 42条（大学以外の教育施設等における学修）において規定

している。 

3-1 

第 30条 ○

【入学前の既修得単位等の認定】 

本学入学前に他の大学又は短期大学で修得した単位に関する取扱

いについては、学則第 39条（入学前の既修得単位数の取扱い）に

おいて規定している。 

3-1 

第 30条の 2 －
【長期にわたる教育課程の履修】 

本学は長期履修制度を設けていない。 
3-2 

第 31条 ○

【科目等履修生等】 

科目等履修生については、学則第 49条（科目等履修生）において

規定している。 

3-1 

3-2 

第 32条 ○

【卒業の要件】 

本学卒業の要件については、学則第 18 条（修業年限）及び第 44

条（卒業の要件）、並びに保健医療学部規則第 11 条（卒業）にお

いて規定している。 

3-1 

第 33条 －
【授業時間制をとる場合の特例】 

本学では授業時間制を設けていない。 
3-1 

第 34条 ○

【校地】 

資料 F-8（キャンパスマップ）に示すとおり、本学の校地には学生

が休息その他に利用するのに適当な空地を含んでいる。 

2-5 

第 35条 ○

【運動場等】 

基準 2-5-①に示すとおり、本学の運動場として本学からバスで 15

分の場所に那珂川グラウンド（面積：9,503.2㎡）を設けており、

また本学から徒歩約 5分の位置にテニスコート（2面）を設けてい

2-5 
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る。 

この他、基準 2-4-①に示すとおり、本学専用の学生寮として筑紫

丘寮（女子寮）及び向野寮（男子寮）を設置している。 

第 36条 ○

【校舎】 

資料 F-5（学生便覧）p.29 以下に示すとおり、本学の校舎等施設

は大学設置基準及び関係法令に則り適正に設置している。 

2-5 

第 37条 ○

【校地の面積】 

本学の校地面積は 30,780.3 ㎡（専用面積 23,906.9 ㎡、共用面積

6,873.4㎡）であり、本学の基準面積 11,800㎡を上回っている。 

2-5 

第 37条の 2 ○

【校舎の面積】 

本学の校舎面積は 34,428.2 ㎡（専用面積 26,223.1 ㎡、共用面積

8,205.1㎡）であり、本学の基準面積 13,726.0㎡を上回っている。 

2-5 

第 38条 ○

【教育研究上必要な資料及び図書館】 

基準 2-5-②に示すとおり、図書等の資料及び図書館の設備・人員

については、大学設置基準に則り適正に整備・配置している。 

2-5 

第 39条 －
【附属施設】 

本学は、附属施設の設置を要する学部・学科を有していない。 
2-5 

第 39条の 2 －
【薬学実務実習に必要な施設】 

本学は、該当する学部・学科を有していない。 
2-5 

第 40条 ○

【機械、器具等】 

本学は、大学設置基準並びに関係法令に基づき必要な種類・数の機

械、器具等を備えている。 

2-5 

第 40条の 2 －
【二以上の校地における施設整備】 

本学は、筑紫丘キャンパス以外のキャンパスを有していない。 
2-5 

第 40条の 3 ○

【教育研究環境の整備】 

資料 F-11（決算等の計算書類）に示すとおり、本学は大学設置基

準に則り、必要な経費を確保して教育研究環境の整備に努めてい

る。 

2-5 

4-4 

第 40条の 4 ○

【大学等の名称】 

本学の大学名は学園訓・建学の精神に基づき定めており、また学部

学科の名称については、教育研究上の目的に合わせた適切な名称

として定めている。 

1-1 

第 41条 －

【学部等連携課程実施基本組織に関する特例】 

本学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する学部以外の基本

組織を設置していない。 

3-2 

第 42条 －
【専門職学科とする学科等】 

本学は専門職学科を設置していない。 
1-2 

第 42条の 2 －
【専門職学科に係る入学者選抜】 

本学は専門職学科を設置していない。 
2-1 
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る。 

この他、基準 2-4-①に示すとおり、本学専用の学生寮として筑紫

丘寮（女子寮）及び向野寮（男子寮）を設置している。 

第 36条 ○

【校舎】 

資料 F-5（学生便覧）p.29 以下に示すとおり、本学の校舎等施設

は大学設置基準及び関係法令に則り適正に設置している。 

2-5 

第 37条 ○

【校地の面積】 

本学の校地面積は 30,780.3 ㎡（専用面積 23,906.9 ㎡、共用面積

6,873.4㎡）であり、本学の基準面積 11,800㎡を上回っている。 

2-5 

第 37条の 2 ○

【校舎の面積】 

本学の校舎面積は 34,428.2 ㎡（専用面積 26,223.1 ㎡、共用面積

8,205.1㎡）であり、本学の基準面積 13,726.0㎡を上回っている。 

2-5 

第 38条 ○

【教育研究上必要な資料及び図書館】 

基準 2-5-②に示すとおり、図書等の資料及び図書館の設備・人員

については、大学設置基準に則り適正に整備・配置している。 

2-5 

第 39条 －
【附属施設】 

本学は、附属施設の設置を要する学部・学科を有していない。 
2-5 

第 39条の 2 －
【薬学実務実習に必要な施設】 

本学は、該当する学部・学科を有していない。 
2-5 

第 40条 ○

【機械、器具等】 

本学は、大学設置基準並びに関係法令に基づき必要な種類・数の機

械、器具等を備えている。 

2-5 

第 40条の 2 －
【二以上の校地における施設整備】 

本学は、筑紫丘キャンパス以外のキャンパスを有していない。 
2-5 

第 40条の 3 ○

【教育研究環境の整備】 

資料 F-11（決算等の計算書類）に示すとおり、本学は大学設置基

準に則り、必要な経費を確保して教育研究環境の整備に努めてい

る。 

2-5 

4-4 

第 40条の 4 ○

【大学等の名称】 

本学の大学名は学園訓・建学の精神に基づき定めており、また学部

学科の名称については、教育研究上の目的に合わせた適切な名称

として定めている。 

1-1 

第 41条 －

【学部等連携課程実施基本組織に関する特例】 

本学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する学部以外の基本

組織を設置していない。 

3-2 

第 42条 －
【専門職学科とする学科等】 

本学は専門職学科を設置していない。 
1-2 

第 42条の 2 －
【専門職学科に係る入学者選抜】 

本学は専門職学科を設置していない。 
2-1 
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第 42条の 3 －
【実務の経験等を有する基幹教員】 

本学は専門職学科を設置していない。 
4-2 

第 42条の 4 －
【専門職学科に係る教育課程の編成方針】 

本学は専門職学科を設置していない。 
3-2 

第 42条の 5 －
【教育課程連携協議会】 

本学は専門職学科を設置していない。 
4-1 

第 42条の 6 －
【専門職学科の授業科目】 

本学は専門職学科を設置していない。 
3-2 

第 42条の 7 －
【専門職学科に係る授業を行う学生数】 

本学は専門即学科を設置していない。 
2-5 

第 42条の 8 －

【入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単

位認定】 

本学は専門職学科を設置していない。 

3-1 

第 42条の 9 －
【専門職学科に係る卒業の要件】 

本学は専門職学科を設置していない。 
3-1 

第 42条の 10 －
【実務実習に必要な施設】 

本学は専門職学科を設置していない。 
2-5 

第 43条 －
【共同教育課程の編成】 

本学は、共同教育課程を編成していない。 
3-2 

第 44条 －
【共同教育課程に係る単位の認定】 

本学は、共同教育課程を編成していない。 
3-1 

第 45条 －

【共同学科に係る卒業の要件】 

本学は、共同教育課程を編成する学科（以下「共同学科」という。）

を設置していない。 

3-1 

第 46条 －
【共同学科に係る基幹教員数】 

本学は、共同学科を設置していない。 

3-2 

4-2 

第 47条 －
【共同学科に係る校地の面積】 

本学は、共同学科を設置していない。 
2-5 

第 48条 －
【共同学科に係る校舎の面積】 

本学は、共同学科を設置していない。 
2-5 

第 49条 －
【共同学科に係る施設及び設備】 

本学は、共同学科を設置していない。 
2-5 

第 49条の 2 －
【工学に関する学部の教育課程の編成】 

本学は、工学に関する学部を有していない。 
3-2 

第 49条の 3 －
【工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置】 

本学は、工学に関する学部を有していない。 
4-2 

第 49条の 4 －
【課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数】 

本学は、工学に関する学部を有していない。 
4-2 

第 58条 － 【外国に設ける組織】 1-2 
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本学は、日本国外に学部、学科その他の組織を設けていない。 

第 59条 －
【学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外】 

本学は大学院のみを有する大学に該当しない。 
2-5 

第 61条 －

【段階的整備】 

本学は、新たに大学等を設置、及び薬学を履修する課程のいずれに

も該当しない。 

2-5 

3-2 

4-2 

学位規則

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 2条 ○

【学士の学位授与の要件】 

学位授与の要件については、学則第 46条（学位の授与）及び学位

規程において規定している。

3-1 

第 10条 ○

【専攻分野の名称】 

学位に付記する専攻分野の名称は、各学科の教育課程に合わせた適

切な名称としている（学位規程第 2条）。 

3-1 

第 10条の 2 －
【共同教育課程に係る学位授与の方法】 

本学は、共同教育課程を有していない。 
3-1 

第 13条 ○

【学位規程】 

本学は学位に関する事項を処理するため、学位規程を定めて適正に

運用している。 

3-1 

私立学校法

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 24条 ○

【学校法人の責務】 

私立学校法及び寄附行為を遵守するとともに「学校法人純真学園ガ

バナンス・コード」を制定し、教育の質の向上、運営基盤の強化及

びその運営の透明性の確保に努めている。 

5-1 

第 26条の 2 ○

【特別の利益供与の禁止】 

私立学校法及び寄附行為に則り、理事、監事、評議員、職員等本法

人の関係者に特別の利益供与をしていない。 

5-1 

第 33条の 2 ○

【寄附行為の備置き及び閲覧】 

寄附行為第 34条（財産目録等の備付け及び閲覧）第 2項の規定に

基づき、寄附行為を事務所に備え置くとともに閲覧に供している。 

5-1 

第 35条 ○

【役員】 

本法人の役員については、寄附行為第 5条（役員）において規定し

ている。 

5-2 

5-3 

第 35条の 2 ○ 【学校法人と役員との関係】 5-2 
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本学は、日本国外に学部、学科その他の組織を設けていない。 

第 59条 －
【学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外】 

本学は大学院のみを有する大学に該当しない。 
2-5 

第 61条 －

【段階的整備】 

本学は、新たに大学等を設置、及び薬学を履修する課程のいずれに

も該当しない。 

2-5 

3-2 

4-2 

学位規則

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 2条 ○

【学士の学位授与の要件】 

学位授与の要件については、学則第 46条（学位の授与）及び学位

規程において規定している。

3-1 

第 10条 ○

【専攻分野の名称】 

学位に付記する専攻分野の名称は、各学科の教育課程に合わせた適

切な名称としている（学位規程第 2条）。 

3-1 

第 10条の 2 －
【共同教育課程に係る学位授与の方法】 

本学は、共同教育課程を有していない。 
3-1 

第 13条 ○

【学位規程】 

本学は学位に関する事項を処理するため、学位規程を定めて適正に

運用している。 

3-1 

私立学校法

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 24条 ○

【学校法人の責務】 

私立学校法及び寄附行為を遵守するとともに「学校法人純真学園ガ

バナンス・コード」を制定し、教育の質の向上、運営基盤の強化及

びその運営の透明性の確保に努めている。 

5-1 

第 26条の 2 ○

【特別の利益供与の禁止】 

私立学校法及び寄附行為に則り、理事、監事、評議員、職員等本法

人の関係者に特別の利益供与をしていない。 

5-1 

第 33条の 2 ○

【寄附行為の備置き及び閲覧】 

寄附行為第 34条（財産目録等の備付け及び閲覧）第 2項の規定に

基づき、寄附行為を事務所に備え置くとともに閲覧に供している。 

5-1 

第 35条 ○

【役員】 

本法人の役員については、寄附行為第 5条（役員）において規定し

ている。 

5-2 

5-3 

第 35条の 2 ○ 【学校法人と役員との関係】 5-2 
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私立学校法が定めるところにより、委任に関する規定に従ってい

る。 

5-3 

第 36条 ○

【理事会】 

本法人の理事会については、寄附行為第 15条（理事会）において

規定している。 

5-2 

第 37条 ○

【役員の職務】 

本法人における役員の職務については、寄附行為第 11条（理事長

の職務）、第 13条（理事長職務の代理等）、第 14条（監事の職務）

において規定している。 

5-2 

5-3 

第 38条 ○

【役員の選任】 

本法人における役員の選任については、寄附行為第 6条（理事の選

任）及び第 7条（監事の専任）において規定している。 

5-2 

第 39条 ○

【役員の兼職禁止】 

寄附行為第 7条（監事の選任）に基づき、監事は本法人の理事、評

議員又は職員以外の者から選出している。 

5-2 

第 40条 ○

【役員の補充】 

役員の補充については、寄附行為第 9条（役員の補充）において規

定している。 

5-2 

第 41条 ○

【評議員会】 

本法人の評議員会については、寄附行為第 18条（評議員会）にお

いて規定している。 

5-3 

第 42条 ○

【評議員会】 

評議員会の諮問事項については、寄附行為第 20条（諮問事項）に

おいて規定している。 

5-3 

第 43条 ○

【評議員会】 

評議員会の意見具申等については、寄附行為第 21条（評議員会の

意見具申等）において規定している。 

5-3 

第 44条 ○

【評議員の選任】 

本法人における評議員の選任については、寄附行為第 22条（評議

員の選任）において規定している。 

5-3 

第 44条の 2 ○

【役員の学校法人に対する損害賠償責任】 

寄附行為第 44 条（責任の免除）及び第 45 条（責任限定契約）に

おいて、責任の範囲を定めている。また役員賠償責任保険に加入し

役員の責任を補填している。 

5-2 

5-3 

第 44条の 3 ○

【役員の第三者に対する損害賠償責任】 

役員の第三者に対する損害賠償責任について、理事会において理事

及び監事に周知している。 

5-2 

5-3 

第 44条の 4 ○
【役員の連帯責任】 

役員の連帯責任について、理事会において理事及び監事に周知して

5-2 

5-3 
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いる。 

第 44条の 5 ○

【一般社団・財団法人法の規定の準用】 

役員の責任の免除について寄附行為第 44条に、また責任限定契約

については寄附行為第 45条にそれぞれ明記している。 

5-2 

5-3 

第 45条 ○

【寄附行為変更の認可等】 

寄附行為の変更については、寄附行為第 42条（寄附行為の変更）

において規定し、適切に実施している。 

5-1 

第 45条の 2 ○

【予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画】 

寄附行為第 31条（予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画）

において規定している。 

1-2 

5-4 

6-3 

第 46条 ○

【評議員会に対する決算等の報告】 

評議員会に対する決算等の報告については、寄附行為第 33条第 2

項（決算及び実績の報告）において規定している。 

5-3 

第 47条 ○

【財産目録等の備付け及び閲覧】 

寄附行為第 34条（財産目録等の備付け及び閲覧）の規定に基づき

財産目録等の作成及び閲覧に供している。 

5-1 

第 48条 ○

【報酬等】 

寄附行為第 36条（役員の報酬）及び「学校法人純真学園役員の報

酬等の支給に関する基準」において規定している。 

5-2 

5-3 

第 49条 ○

【会計年度】 

本法人の会計年度については、寄附行為第 38条（会計年度）にお

いて規定している。 

5-1 

第 63条の 2 ○

【情報の公表】 

寄附行為第 35条（情報の公表）において規定するとともに、本法

人のホームページにおいて関係資料を公表している。 

5-1 

学校教育法（大学院関係）

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 99条 ○

【目的】 

本学大学院の目的については、大学院学則第 1 条（目的）におい

て規定している。

1-1 

第 100条 ○

【教育研究上の基本組織】 

本学大学院における教育研究上の基本となる組織については、大

学院学則第 6 条（研究科、専攻、分野及び学生定員）において規

定している。 

1-2 

第 102条 ○

【入学資格】 

本学大学院における入学資格については、大学院学則第 11条（入

学資格）において規定している。 

2-1 
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いる。 

第 44条の 5 ○

【一般社団・財団法人法の規定の準用】 

役員の責任の免除について寄附行為第 44条に、また責任限定契約

については寄附行為第 45条にそれぞれ明記している。 

5-2 

5-3 

第 45条 ○

【寄附行為変更の認可等】 

寄附行為の変更については、寄附行為第 42条（寄附行為の変更）

において規定し、適切に実施している。 

5-1 

第 45条の 2 ○

【予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画】 

寄附行為第 31条（予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画）

において規定している。 

1-2 

5-4 

6-3 

第 46条 ○

【評議員会に対する決算等の報告】 

評議員会に対する決算等の報告については、寄附行為第 33条第 2

項（決算及び実績の報告）において規定している。 

5-3 

第 47条 ○

【財産目録等の備付け及び閲覧】 

寄附行為第 34条（財産目録等の備付け及び閲覧）の規定に基づき

財産目録等の作成及び閲覧に供している。 

5-1 

第 48条 ○

【報酬等】 

寄附行為第 36条（役員の報酬）及び「学校法人純真学園役員の報

酬等の支給に関する基準」において規定している。 

5-2 

5-3 

第 49条 ○

【会計年度】 

本法人の会計年度については、寄附行為第 38条（会計年度）にお

いて規定している。 

5-1 

第 63条の 2 ○

【情報の公表】 

寄附行為第 35条（情報の公表）において規定するとともに、本法

人のホームページにおいて関係資料を公表している。 

5-1 

学校教育法（大学院関係）

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 99条 ○

【目的】 

本学大学院の目的については、大学院学則第 1 条（目的）におい

て規定している。

1-1 

第 100条 ○

【教育研究上の基本組織】 

本学大学院における教育研究上の基本となる組織については、大

学院学則第 6 条（研究科、専攻、分野及び学生定員）において規

定している。 

1-2 

第 102条 ○

【入学資格】 

本学大学院における入学資格については、大学院学則第 11条（入

学資格）において規定している。 

2-1 
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学校教育法施行規則（大学院関係）

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 155条 ○

【大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者】 

本学大学院における入学資格については、大学院学則第 11条（入

学資格）において規定している。

2-1 

第 156条 －

【大学院への入学に関し修士の学位又は同法第百四条第三項に規

定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力が

あると認められる者】

本学は博士課程を有していない。

2-1 

第 157条 －

【学校教育法第百二条第二項の規定に基づく入学に関する制度の

運用】

本学は飛び入学の制度を設けていない。

2-1 

第 158条 －

【学校教育法第百二条第二項の規定に基づく入学に関する情報の

公表】

本学は飛び入学の制度を設けていない。

2-1 

第 159条 －

【学校教育法第百二条第二項に規定する文部科学大臣の定める年

数】

本学は博士課程を有していない。

2-1 

第 160条 －

【学校教育法第百二条第二項の規定により、大学に文部科学大臣

の定める年数以上在学した者に準ずる者】

本学は飛び入学の制度を設けていない。

2-1 

大学院設置基準

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 1条 ○

【趣旨】 

本学は学校教育法及び大学院設置基準に基づき設置し、適正に運

営している。

6-2 

6-3 

第 1条の 2 ○

【教育研究上の目的】 

本学大学院が設置する研究科の教育研究上の目的については、大

学院学則第 6 条（研究科、専攻、分野及び学生定員）第 2 項にお

いて規定している。

1-1 

1-2 

第 1条の 3 ○

【入学者選抜】 

本学大学院における入学者選抜については、本学大学院が定める

アドミッション・ポリシー及び入学者選抜規程等に基づき厳正に

実施している。

2-1 

第 2条 ○ 【大学院の課程】 1-2 
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本学大学院の課程は、大学院学則第 5 条（課程）において規定し

ている。

第 2条の 2 －

【専ら夜間において教育を行う大学院の課程】 

本学大学院は、専ら夜間において教育を行う大学院の課程を設置

していない。

1-2 

第 3条 ○

【修士課程】 

本学大学院の修士課程については、大学院学則第 5条（課程）、第

6条（研究科、専攻、分野及び学生定員）、及び第 8条（標準修業

年限等）において規定している。

1-2 

第 4条 －
【博士課程】 

本学大学院は博士課程を有していない。
1-2 

第 5条 ○

【研究科】 

本学大学院の研究科については、大学院学則第 6 条（研究科、専

攻、分野及び学生定員）において規定している。

1-2 

第 6条 ○

【専攻】 

本学大学院の研究科に置かれる専攻については、大学院学則第 6

条（研究科、専攻、分野及び学生定員）において規定している。

1-2 

第 7条 ○

【研究科と学部等の関係】 

後述するように、大学院学則第 21条に基づき本学大学院の教職員

は学部の教職員が兼ねており、また本学大学院の施設設備は学部

と共用する等、研究科は学部学科と適切に連携している。 

1-2 

第 7条の 2 －

【複数の大学が協力して教育研究を行う研究科】 

本学大学院は、複数の大学が協力して教育研究を行う研究科を設

置していない。

1-2 

3-2 

4-2 

第 7条の 3 －
【研究科以外の基本組織】 

本学大学院は、研究科以外の基本組織を設置していない。

1-2 

3-2 

4-2 

第 8条 ○

【教育研究実施組織等】 

本学大学院は、大学院学則第 1 条に定めた教育研究上の目的を達

成するため、研究科委員会及び研究科運営会議を設け、教員を配置

するとともに事務職員も委員あるいはオブザーバーとして配置し

ている。またその他の委員会等については、純真学園大学組織規程

により保健医療学部に設置している各委員会等が大学院に関する

事項も取り扱うこととしている。 

併せて、大学院学則第 21条に基づき、本学大学院の教員は学部の

教員が兼任しており、研究目的・分野に応じて適切な人数を配置し

ている。

2-2 

2-3 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 

4-3 

第 9条 ○
【教育研究実施組織等】 

本学大学院で修士課程を担当する教員については、「純真学園大学

3-2 

4-2 
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本学大学院の課程は、大学院学則第 5 条（課程）において規定し

ている。

第 2条の 2 －

【専ら夜間において教育を行う大学院の課程】 

本学大学院は、専ら夜間において教育を行う大学院の課程を設置

していない。

1-2 

第 3条 ○

【修士課程】 

本学大学院の修士課程については、大学院学則第 5条（課程）、第

6条（研究科、専攻、分野及び学生定員）、及び第 8条（標準修業

年限等）において規定している。

1-2 

第 4条 －
【博士課程】 

本学大学院は博士課程を有していない。
1-2 

第 5条 ○

【研究科】 

本学大学院の研究科については、大学院学則第 6 条（研究科、専

攻、分野及び学生定員）において規定している。

1-2 

第 6条 ○

【専攻】 

本学大学院の研究科に置かれる専攻については、大学院学則第 6

条（研究科、専攻、分野及び学生定員）において規定している。

1-2 

第 7条 ○

【研究科と学部等の関係】 

後述するように、大学院学則第 21条に基づき本学大学院の教職員

は学部の教職員が兼ねており、また本学大学院の施設設備は学部

と共用する等、研究科は学部学科と適切に連携している。 

1-2 

第 7条の 2 －

【複数の大学が協力して教育研究を行う研究科】 

本学大学院は、複数の大学が協力して教育研究を行う研究科を設

置していない。

1-2 

3-2 

4-2 

第 7条の 3 －
【研究科以外の基本組織】 

本学大学院は、研究科以外の基本組織を設置していない。

1-2 

3-2 

4-2 

第 8条 ○

【教育研究実施組織等】 

本学大学院は、大学院学則第 1 条に定めた教育研究上の目的を達

成するため、研究科委員会及び研究科運営会議を設け、教員を配置

するとともに事務職員も委員あるいはオブザーバーとして配置し

ている。またその他の委員会等については、純真学園大学組織規程

により保健医療学部に設置している各委員会等が大学院に関する

事項も取り扱うこととしている。 

併せて、大学院学則第 21条に基づき、本学大学院の教員は学部の

教員が兼任しており、研究目的・分野に応じて適切な人数を配置し

ている。

2-2 

2-3 

2-4 

3-2 

4-1 

4-2 

4-3 

第 9条 ○
【教育研究実施組織等】 

本学大学院で修士課程を担当する教員については、「純真学園大学

3-2 

4-2 
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大学院保健医療学専攻科担当教員選考に関する規程」に基づく資

格審査を経た者を配置している。また教員数については、エビデン

ス集（データ編）認証評価共通基礎データ様式 1 に示すとおり、

法令で定められた人数を満たしている。

なお、本学大学院は博士課程を有していない。

第 9条の 3 ○

【組織的な研修等】 

本学大学院は FD・SD委員会規程に基づき、本学教職員を対象と

した FD・SD研修を組織的に実施している。

3-2 

3-3 

4-2 

4-3 

第 10条 ○

【収容定員】 

本学大学院の収容定員については、大学院学則第 6 条（研究科、

専攻、分野及び学生定員）において規定している。

2-1 

第 11条 ○

【教育課程の編成方針】 

本学大学院の教育課程は、本学大学院が定める教育研究上の目的

に沿って専攻・分野ごとに定められたディプロマ・ポリシー及びカ

リキュラム・ポリシーに基づき、体系的に編成されている。

3-2 

第 12条 ○

【授業及び研究指導】 

大学院の教育は、大学院保健医療学研究科履修規程第 2 条及び別

表第 1・第 2に則り実施している。

2-2 

3-2 

第 13条 ○

【研究指導】 

研究指導は、「純真学園大学大学院保健医療学専攻科担当教員選考

に関する規程」に基づく資格審査を経た教員により行われている。

2-2 

3-2 

第 14条 ○

【教育方法の特例】 

本学大学院における教育方法の特例については、大学院学則第 14

条（教育方法の特例）において規定している。

3-2 

第 14条の 2 ○

【成績評価基準等の明示等】 

本学大学院における開講科目の成績評価基準等についてはWebシ

ラバスに明記し、公開している。 

修士課程の修了要件については大学院学則第 19条（修了の要件）

に明記し、学生便覧に掲載している。加えて、学位論文の評価に関

する基準として「学位論文審査基準・修士論文発表会審査基準」を

定め、本学ホームページ上で公表している。

3-1 

第 15条 ○

【大学設置基準の準用】 

本学大学院における各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業

を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授

業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育

課程の履修については以下のとおり定めている。 

・各授業科目の単位 → 大学院保健医療学研究科履修規程別表

第 1及び第 2において規定している。 

2-2 

2-5 

3-1 

3-2 
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・授業日数・授業期間 → 大学院学則第 25条に基づき大学学則

第 16条（学期）を準用し、学年暦において規定している。 

・授業を行う学生数 → 授業を行う学生数は、授業の内容や教

育効果を考慮し、適切に定めている。 

・授業の方法及び単位の授与 → 授業の方法については、大学

院学則第 25条に基づき大学学則第 34条（授業の方法等）を準

用し、Webシラバスにおいて科目ごとに明示している。 

単位の授与については、同じく大学学則第 37条（単位の授与）

を準用している。 

・他の大学院における授業科目の履修等 → 大学院学則第 16条

（単位互換による他の大学の大学院における授業科目の履修

等）において規定している。 

・入学前の既修得単位等の認定 → 大学院学則第 17条（入学前

の既修得単位等の認定）において規定している。 

・長期にわたる教育課程の履修 → 大学院学則第 8 条（標準修

業年限等）において規定している。 

 

なお、本学大学院は連携開設科目を設けていない。また、科目等履

修生等については受入れを行っていない。

第 16条 ○

【修士課程の修了要件】 

修士課程の修了要件については、大学院学則第 19条（修了の要件）

において規定している。

3-1 

第 17条 －
【博士課程の修了要件】 

本学大学院は博士課程を有していない。
3-1 

第 19条 ○

【講義室等】 

エビデンス集（データ編）認証評価共通基礎データ様式 1 に示す

とおり、必要とされる講義室等については適切に設置している。

2-5 

第 20条 ○

【機械、器具等】 

各専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機

械、器具及び標本を備えている。

2-5 

第 21条 ○

【図書等の資料】 

エビデンス集（データ編）認証評価共通基礎データ様式 1 に示す

とおり、専攻の種類に応じて教育研究上必要とされる図書、学術雑

誌、視聴覚資料等の資料を確保しており、系統的に整備している。

2-5 

第 22条 ○
【学部等の施設及び設備の共用】 

本学大学院における施設設備等については、学部と共用している。
2-5 

第 22条の 2 －

【二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設

備】 

本学大学院は、筑紫丘キャンパス以外のキャンパスを有していな

2-5 
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・授業日数・授業期間 → 大学院学則第 25条に基づき大学学則

第 16条（学期）を準用し、学年暦において規定している。 

・授業を行う学生数 → 授業を行う学生数は、授業の内容や教

育効果を考慮し、適切に定めている。 

・授業の方法及び単位の授与 → 授業の方法については、大学

院学則第 25条に基づき大学学則第 34条（授業の方法等）を準

用し、Webシラバスにおいて科目ごとに明示している。 

単位の授与については、同じく大学学則第 37条（単位の授与）

を準用している。 

・他の大学院における授業科目の履修等 → 大学院学則第 16条

（単位互換による他の大学の大学院における授業科目の履修

等）において規定している。 

・入学前の既修得単位等の認定 → 大学院学則第 17条（入学前

の既修得単位等の認定）において規定している。 

・長期にわたる教育課程の履修 → 大学院学則第 8 条（標準修

業年限等）において規定している。 

 

なお、本学大学院は連携開設科目を設けていない。また、科目等履

修生等については受入れを行っていない。

第 16条 ○

【修士課程の修了要件】 

修士課程の修了要件については、大学院学則第 19条（修了の要件）

において規定している。

3-1 

第 17条 －
【博士課程の修了要件】 

本学大学院は博士課程を有していない。
3-1 

第 19条 ○

【講義室等】 

エビデンス集（データ編）認証評価共通基礎データ様式 1 に示す

とおり、必要とされる講義室等については適切に設置している。

2-5 

第 20条 ○

【機械、器具等】 

各専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機

械、器具及び標本を備えている。

2-5 

第 21条 ○

【図書等の資料】 

エビデンス集（データ編）認証評価共通基礎データ様式 1 に示す

とおり、専攻の種類に応じて教育研究上必要とされる図書、学術雑

誌、視聴覚資料等の資料を確保しており、系統的に整備している。

2-5 

第 22条 ○
【学部等の施設及び設備の共用】 

本学大学院における施設設備等については、学部と共用している。
2-5 

第 22条の 2 －

【二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設

備】 

本学大学院は、筑紫丘キャンパス以外のキャンパスを有していな

2-5 
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い。

第 22条の 3 
○

【教育研究環境の整備】 

資料 F-11（決算等の計算書類）に示すとおり、本学大学院は必要

な経費を確保して教育研究環境の整備に努めている。

2-5 

4-4 

第 22条の 4 ○

【研究科等の名称】 

本学大学院の研究科等の名称は、教育研究上の目的に合わせた適

切な名称として定めている。

1-1 

第 23条 －
【独立大学院】 

本学は独立大学院に該当しない。

1-1 

1-2 

第 24条 －
【独立大学院】 

本学は独立大学院に該当しない。
2-5 

第 25条 －
【通信教育を行う課程】

本学大学院は、通信教育を行う課程を有していない。
3-2 

第 26条 －
【通信教育を行い得る専攻分野】

本学大学院は、通信教育を行う課程を有していない。
3-2 

第 27条 －
【通信教育を併せ行う場合の教員組織】

本学大学院は、通信教育を行う課程を有していない。

3-2 

4-2 

第 28条 －
【大学通信教育設置基準の準用】

本学大学院は、通信教育を行う課程を有していない。

2-2 

3-1 

3-2 

第 29条 －
【通信教育を行う課程を置く大学院の施設】 

本学大学院は、通信教育を行う課程を有していない。
2-5 

第 30条 －
【添削等のための組織等】

本学大学院は、通信教育を行う課程を有していない。

2-2 

3-2 

第 30条の 2 －
【研究科等連係課程実施基本組織に関する特例】

本学大学院は、研究科等連係課程実施基本組織を有していない。
3-2 

第 31条 －
【共同教育課程の編成】 

本学大学院は、共同教育課程を編成していない。
3-2 

第 32条 －
【共同教育課程に係る単位の認定等】 

本学大学院は、共同教育課程を編成していない。
3-1 

第 33条 －
【共同教育課程に係る修了要件】 

本学大学院は、共同教育課程を編成していない。
3-1 

第 34条 －
【共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備】 

本学大学院は、共同教育課程を編成していない。
2-5 

第 34条の 2 －
【工学を専攻する研究科の教育課程の編成】

本学大学院は、工学を専攻する研究科を有していない。
3-2 

第 34条の 3 －
【工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置】

本学大学院は、工学を専攻する研究科を有していない。
4-2 

第 42条 － 【学識を教授するために必要な能力を培うための機会等】 2-3 
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本学大学院は博士課程を有していない。

第 43条 ○

【経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示】 

本学大学院は、授業料、入学料その他の大学院が徴収する費用、並

びに本学が独自に実施する減免制度及び奨学金制度に関する情報

を整理し、学生募集要項（資料 F-4）に掲載するとともに本学ホー

ムページ上で公表している。 

2-4 

第 45条 －

【外国に設ける組織】 

本学大学院は、日本国外に研究科、専攻その他の組織を有していな

い。

1-2 

第 46条 －

【段階的整備】 

本学大学院は、新たに大学院及び研究科等を設置する場合に該当

しない。

2-5 

4-2 

専門職大学院設置基準 ※該当なし

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 1条 －
6-2 

6-3 

第 2条 － 1-2 

第 3条 － 3-1 

第 4条 －
3-2 

4-2 

第 5条 －
3-2 

4-2 

第 5条の 2 －

3-2 

3-3 

4-2 

第 6条 － 3-2 
第 6条の 2 － 3-2 

第 6条の 3 － 3-2 

第 7条 － 2-5 

第 8条 －
2-2 

3-2 

第 9条 －
2-2 

3-2 

第 10条 － 3-1 

第 11条 － 3-2 

第 12条 － 3-1 

第 13条 － 3-1 
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2-4 

第 45条 －

【外国に設ける組織】 

本学大学院は、日本国外に研究科、専攻その他の組織を有していな

い。

1-2 

第 46条 －

【段階的整備】 

本学大学院は、新たに大学院及び研究科等を設置する場合に該当

しない。

2-5 

4-2 

専門職大学院設置基準 ※該当なし

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 1条 －
6-2 

6-3 

第 2条 － 1-2 

第 3条 － 3-1 

第 4条 －
3-2 

4-2 

第 5条 －
3-2 

4-2 

第 5条の 2 －

3-2 

3-3 

4-2 

第 6条 － 3-2 
第 6条の 2 － 3-2 

第 6条の 3 － 3-2 

第 7条 － 2-5 

第 8条 －
2-2 

3-2 

第 9条 －
2-2 

3-2 

第 10条 － 3-1 

第 11条 － 3-2 

第 12条 － 3-1 

第 13条 － 3-1 
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第 14条 － 3-1 

第 15条 － 3-1 

第 16条 － 3-1 

第 17条 －

1-2 

2-2 

2-5 

3-2 

4-2 

4-3 

第 18条 －

1-2 

3-1 

3-2 

第 19条 － 2-1 

第 20条 － 2-1 

第 21条 － 3-1 

第 22条 － 3-1 

第 23条 － 3-1 

第 24条 － 3-1 

第 25条 － 3-1 

第 26条 －

1-2 

3-1 

3-2 

第 27条 － 3-1 

第 28条 － 3-1 

第 29条 － 3-1 

第 30条 － 3-1 

第 31条 － 3-2 

第 32条 － 3-2 

第 33条 － 3-1 

第 34条 － 3-1 

第 42条 －
6-2 

6-3 

学位規則（大学院関係）

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 3条 ○

【修士の学位授与の要件】 

本学における修士の学位授与の要件については、大学院学則第 19

条（修了の要件）及び第 20条（学位）において規定している。

3-1 
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第 4条 －
【博士の学位授与の要件】 

本学大学院は、博士課程を有していない。 
3-1 

第 5条 ○

【学位の授与に係る審査への協力】 

学位の授与に係る審査については、学位審査規程第 4 条において

規定している。 

3-1 

第 12条 －
【学位授与の報告】 

本学大学院は、博士課程を有していない。 
3-1 

大学通信教育設置基準 ※該当なし

遵守

状況
遵守状況の説明

該当

基準項目

第 1条 －
6-2 

6-3 

第 2条 － 3-2 

第 3条 －
2-2 

3-2 

第 4条 － 3-2 

第 5条 － 3-1 

第 6条 － 3-1 

第 7条 － 3-1 

第 8条 －
3-2 

4-2 

第 9条 － 2-5 

第 10条 － 2-5 

第 11条 －
2-2 

3-2 

第 13条 －
6-2 

6-3 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は「―」で記載するこ

と。

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と記載すること。
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【博士の学位授与の要件】 

本学大学院は、博士課程を有していない。 
3-1 
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遵守

状況
遵守状況の説明

該当
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6-2 

6-3 

第 2条 － 3-2 

第 3条 －
2-2 

3-2 

第 4条 － 3-2 

第 5条 － 3-1 

第 6条 － 3-1 

第 7条 － 3-1 

第 8条 －
3-2 

4-2 

第 9条 － 2-5 

第 10条 － 2-5 

第 11条 －
2-2 

3-2 

第 13条 －
6-2 

6-3 

※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は「―」で記載するこ

と。

※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。

※大学院等を設置していないなど、組織自体がない場合は、法令名の横に「該当なし」と記載すること。
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pp.119-123）

資料 F-5に掲載

【資料 】
設置計画履行状況等調査結果への対応状況（直近のもの）

該当なし

【資料 】
認証評価で指摘された事項への対応状況（直近のもの）

該当なし
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基準 ．使命・目的等 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．使命・目的及び教育目的の設定

【資料 】 純真学園大学 保健医療学部規則 第 3条、第 4条  

【資料 】
本学ホームページ＞情報公開＞1. 大学の教育研究上の目的に
関すること 

 

【資料 】 『純真の翼』第 10号   
．使命・目的及び教育目的の反映

【資料 】 「純真学Ⅰ」シラバス 資料 F-12（学部）に掲
載 

【資料 】 純真学園大学 5ヶ年計画（令和 2～6年度）  
【資料 】 純真学園情報共有サイト（トップページ）  

基準 ．学生

基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．学生の受入れ

【資料 】 純真学園大学説明会のご案内  
【資料 】 純真学園大学 入学者選抜規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 入学者選抜規程  
【資料 】 純真学園大学 入試委員会規程 第 4条  
【資料 】 純真学園大学 入試判定会規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 入試判定会規程  
．学修支援

【資料 】 本学ホームページ＞大学案内＞健康管理センター  
【資料 】 オフィスアワー一覧表  
【資料 】 純真学園大学における評価平均値の活用に関する内規  
【資料 】 純真学園大学 成績不振学生への指導に関する申し合わせ事項  
【資料 】 各学科における成績不振学生面談記録（様式）  
【資料 】 令和 4(2022)年度 前期 学籍異動に係る原因一覧（様式）  
【資料 】 純真学園大学大学院 ティーチング・アシスタント取扱規程  
【資料 】 令和 4（2022）年度前期 ティーチング・アシスタント実施計画  
【資料 】 令和 4（2022）年度後期 ティーチング・アシスタント実施計画  
．キャリア支援

【資料 】 純真学園大学 進路対策委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 国家試験対策委員会規程  
．学生サービス

【資料 】 純真学園大学 学生委員会規程  

【資料 】 学生相談室、保健室等の状況 エビデンス集（データ

編）表 2－9に同じ 
【資料 】 2023住まいのご案内  
【資料 】 純真学園大学 学友会会則 第 2条  
【資料 】 2023年度 純真学園大学サークル一覧  

【資料 】
大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度

実績） 
エビデンス集（データ

編）表 2－7に同じ 
【資料 】 本学ホームページ＞入試情報＞学費・奨学金  
【資料 】 純真学園大学大学院 奨学金規程  
【資料 】 本学ホームページ＞純真学園大学大学院  
．学修環境の整備
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【資料 】 校地、校舎等の面積 

エビデンス集（データ編

認証評価共通基礎デー

タ様式【改正前基準】【大

学用】様式 1（令和 5年
5月 1日現在）に同じ 

【資料 】 建物の耐震化率（令和 5年 4月 1日現在）  
【資料 】 純真学園図書館資料収集管理規則  
【資料 】 純真学園図書館資料廃棄に関する細則  
【資料 】 純真学園図書館収蔵資料の除籍に関する細則  
【資料 】 純真学園図書館運営委員会規程  
【資料 】 令和 4年度図書館運営状況  
【資料 】 令和 5年度 ホームルーム配置図  
【資料 】 令和 5年度 演習・実習室収容人数と在籍者数一覧

【資料 】 令和 4(2022)年度 遠隔授業実施状況一覧  
．学生の意見・要望への対応

【資料 】 学生満足度調査（質問項目）  
【資料 】 学修等に関するアンケート（質問項目）  

【資料 】
令和４年度後期授業評価アンケート（質問項目：講義科目用、

演習・実験・実習科目用、卒業研究用）  

【資料 】 令和 4年度大学院懇談会実施結果報告  
【資料 】 大学院生アンケート（質問項目）  

基準 ．教育課程

基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．単位認定、卒業認定、修了認定

【資料 】 純真学園大学 保健医療学部履修規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 保健医療学研究科履修規程  
【資料 】 学位論文審査基準・修士論文発表会審査基準  

【資料 】 成績評価基準 エビデンス集（データ

編）表 3－2に同じ 
【資料 】 純真学園大学 入学前の既修得単位等の認定に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 保健医療学部規則 第 11条 資料 1-1-1を参照 

【資料 】
純真学園大学大学院 入学前の既修得単位等の認定に関する規
程  

【資料 】 純真学園大学大学院 単位互換に関する取扱規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 長期履修学生に関する規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 学位審査規程  
．教育課程及び教授方法

【資料 】 純真学園大学の『初年次教育』  
【資料 】 純真学園大学 保健医療学部履修規程 第 4条 資料 3-1-1を参照 
【資料 】 非常勤講師の支援体制  
【資料 】 純真学園大学 純真学専門部会規程  
【資料 】 純真学園大学 多職種連携教育専門部会（IPE専門部会）規程  
【資料 】 純真学園大学 進路対策委員会規程 資料 2-3-1に同じ 
【資料 】 純真学園大学 教育助成に関する規程  
【資料 】 第４回 FD・SD研修会の開催について  
【資料 】 純真学園大学 学外実習対策委員会規程  
【資料 】 臨床教授等の称号の授与に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 臨床教授等選考委員会規程  
【資料 】 令和 4年度第 10回学外実習対策委員会議事録  
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【資料 】 校地、校舎等の面積 

エビデンス集（データ編

認証評価共通基礎デー

タ様式【改正前基準】【大

学用】様式 1（令和 5年
5月 1日現在）に同じ 

【資料 】 建物の耐震化率（令和 5年 4月 1日現在）  
【資料 】 純真学園図書館資料収集管理規則  
【資料 】 純真学園図書館資料廃棄に関する細則  
【資料 】 純真学園図書館収蔵資料の除籍に関する細則  
【資料 】 純真学園図書館運営委員会規程  
【資料 】 令和 4年度図書館運営状況  
【資料 】 令和 5年度 ホームルーム配置図  
【資料 】 令和 5年度 演習・実習室収容人数と在籍者数一覧

【資料 】 令和 4(2022)年度 遠隔授業実施状況一覧  
．学生の意見・要望への対応

【資料 】 学生満足度調査（質問項目）  
【資料 】 学修等に関するアンケート（質問項目）  

【資料 】
令和４年度後期授業評価アンケート（質問項目：講義科目用、

演習・実験・実習科目用、卒業研究用）  

【資料 】 令和 4年度大学院懇談会実施結果報告  
【資料 】 大学院生アンケート（質問項目）  

基準 ．教育課程

基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．単位認定、卒業認定、修了認定

【資料 】 純真学園大学 保健医療学部履修規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 保健医療学研究科履修規程  
【資料 】 学位論文審査基準・修士論文発表会審査基準  

【資料 】 成績評価基準 エビデンス集（データ

編）表 3－2に同じ 
【資料 】 純真学園大学 入学前の既修得単位等の認定に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 保健医療学部規則 第 11条 資料 1-1-1を参照 

【資料 】
純真学園大学大学院 入学前の既修得単位等の認定に関する規
程  

【資料 】 純真学園大学大学院 単位互換に関する取扱規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 長期履修学生に関する規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 学位審査規程  
．教育課程及び教授方法

【資料 】 純真学園大学の『初年次教育』  
【資料 】 純真学園大学 保健医療学部履修規程 第 4条 資料 3-1-1を参照 
【資料 】 非常勤講師の支援体制  
【資料 】 純真学園大学 純真学専門部会規程  
【資料 】 純真学園大学 多職種連携教育専門部会（IPE専門部会）規程  
【資料 】 純真学園大学 進路対策委員会規程 資料 2-3-1に同じ 
【資料 】 純真学園大学 教育助成に関する規程  
【資料 】 第４回 FD・SD研修会の開催について  
【資料 】 純真学園大学 学外実習対策委員会規程  
【資料 】 臨床教授等の称号の授与に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 臨床教授等選考委員会規程  
【資料 】 令和 4年度第 10回学外実習対策委員会議事録  
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【資料 】 臨地実習要綱（新カリキュラム版）2023年度（看護学科）  
【資料 】 2022年臨地実習協議会・実習指導者研修会（プログラム）  

【資料 】
オンライン公開講座 2022 ママとパパのための育児教室（チ

ラシ）  

【資料 】
オンライン育児教室の実際と学修効果（純真学園大学雑誌第 13
号、pp.101-111）  

【資料 】 純真の翼第 10号 p.35 資料 1-1-3に掲載 

【資料 】
純真学園大学 放射線技術科学科 令和4年度臨床実習協議会プ
ログラム  

【資料 】
令和４年度 臨地実習要項（純真学園大学保健医療学部検査科
学科）  

【資料 】 令和４年度 臨地実習協議会・指導者会議プログラム  
【資料 】 臨床実習の手引き（純真学園大学保健医療学部医療工学科）  
【資料 】 臨床実習指導要領（純真学園大学保健医療学部医療工学科）  

【資料 】 「多職種連携医療論Ⅱ」シラバス 資料 F-12（大学院）に
掲載 

．学修成果の点検・評価

【資料 】 令和 4年度後期授業評価アンケートの実施要領  

【資料 】
令和 4年度後期授業評価アンケート（質問項目：講義科目用、
演習・実験・実習科目用、卒業研究用） 資料 2-6-3に同じ 

【資料 】 学修等に関するアンケート（質問項目） 資料 2-6-2に同じ 
【資料 】 2022年度卒業者に関するアンケート（質問項目）  
【資料 】 大学院生アンケート（質問項目） 資料 2-6-5に同じ
【資料 】 令和 4年度授業評価アンケート結果からの振り返りフォーム  

【資料 】
令和 4 年度 各学科・各委員会目標（達成度：国家試験対策委
員会、進路対策委員会）  

基準 ．教員・職員 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．教学マネジメントの機能性

【資料 】 純真学園大学 学長選考規程  
【資料 】 純真学園大学 副学長選任規程  
【資料 】 純真学園大学 学部長選任規程  
【資料 】 純真学園大学大学院 研究科長選任規程  
【資料 】 純真学園大学 役職者等選任規程  
【資料 】 純真学園大学 学部運営会議規程 第 4条  
【資料 】 純真学園大学 内部質保証の方針 第 2条  

【資料 】 純真学園大学 内部質保証協議会規程 第 2条第 2項  
【資料 】 純真学園大学 自己点検・評価委員会規程 第 3条第 2項  
【資料 】 純真学園大学 IR委員会規程 第 2条第 2項  
【資料 】 純真学園大学 教学マネジメント委員会規程 第 3条第 2項  
【資料 】 純真学園大学 中期計画策定委員会規程 第 2条第 2項  
【資料 】 純真学園大学 福田昌子記念育英学生規程 第 3条第 2項  
【資料 】 学長裁定書  
【資料 】 純真学園大学 教授会規程 第 3条  
【資料 】 純真学園大学大学院 研究科委員会規程 第 3条  
【資料 】 純真学園情報共有サイト（トップページ） 資料 1-2-3に同じ 
【資料 】 純真学園大学 組織規程  
【資料 】 純真学園大学 入試判定会規程 第 3条  
【資料 】 純真学園大学大学院 入試判定会規程 第 3条  
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【資料 】 純真学園大学大学院 奨学金規程 第 4条  
【資料 】 純真学園大学 教務委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 IR室規程  
．教員の配置・職能開発等

【資料 】 教員組織 

エビデンス集（データ

編））認証評価共通基礎

データ様式【改正前基

準】【大学用】様式 1（令
和 5 年 5 月 1 日現在）
に同じ 

【資料 】 指定規則に定める有資格者数  
【資料 】 純真学園大学 教育職員選考規程 第 5条  
【資料 】 純真学園大学 教育職員選考委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 教育職員（教員）の昇任における申し合わせ事項  
【資料 】 純真学園大学 教育職員の任期制に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 任期を定めた教育職員の任用に関する細則  
【資料 】 純真学園大学 客員教授等に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 特別任用教員規程  
【資料 】 純真学園大学 非常勤講師に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 名誉教授規程  
【資料 】 勤務評価記録書  
【資料 】 純真学園大学 FD・SD委員会規程  
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.19 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 令和 4年度後期授業評価アンケートの実施要領 資料 3-3-1に同じ 
【資料 】 授業評価アンケート結果からの振り返りフォーム 資料 3-3-6に同じ 
【資料 】 令和 4年度 FD・SD研修会一覧  
【資料 】 学科別 FD・SD報告書  
【資料 】 2022年度 FD・SD委員会の目標と総括  
【資料 】 FD・SD研修会アンケート結果  
【資料 】 2022年度相互授業参観 実施一覧（前期・後期）  
【資料 】 教員自主計画研修要領  
【資料 】 教員自主計画研修要領細則  
．職員の研修

【資料 】 純真学園大学 FD・SD委員会規程 資料 4-2-13に同じ 
【資料 】 FD・SD研修会の内訳（令和 4年度）  

【資料 】 事務職員 SD研修会（次第）  
．研究支援

【資料 】 純真学園大学 臨床研究専門部会規程  
【資料 】 純真学園大学 倫理委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 競争的資金等の取扱い規程  

【資料 】
純真学園大学競争的資金等にかかる不正行為に関する取り決

め  

【資料 】 純真学園大学 競争的資金不正防止部会規程  
【資料 】 純真学園大学 公的研究費の不正防止に関する基本方針  
【資料 】 純真学園大学競争的資金等不正防止計画  
【資料 】 純真学園大学 研究費助成に関する規程  
【資料 】 第 5回 FD・SD研修会の開催について  
【資料 】 『純真の翼』第 10号 pp.15-18 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 勤務評価記録書 資料 4-2-12に同じ 
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【資料 】 純真学園大学大学院 奨学金規程 第 4条  
【資料 】 純真学園大学 教務委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 IR室規程  
．教員の配置・職能開発等

【資料 】 教員組織 

エビデンス集（データ

編））認証評価共通基礎

データ様式【改正前基

準】【大学用】様式 1（令
和 5 年 5 月 1 日現在）
に同じ 

【資料 】 指定規則に定める有資格者数  
【資料 】 純真学園大学 教育職員選考規程 第 5条  
【資料 】 純真学園大学 教育職員選考委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 教育職員（教員）の昇任における申し合わせ事項  
【資料 】 純真学園大学 教育職員の任期制に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 任期を定めた教育職員の任用に関する細則  
【資料 】 純真学園大学 客員教授等に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 特別任用教員規程  
【資料 】 純真学園大学 非常勤講師に関する規程  
【資料 】 純真学園大学 名誉教授規程  
【資料 】 勤務評価記録書  
【資料 】 純真学園大学 FD・SD委員会規程  
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.19 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 令和 4年度後期授業評価アンケートの実施要領 資料 3-3-1に同じ 
【資料 】 授業評価アンケート結果からの振り返りフォーム 資料 3-3-6に同じ 
【資料 】 令和 4年度 FD・SD研修会一覧  
【資料 】 学科別 FD・SD報告書  
【資料 】 2022年度 FD・SD委員会の目標と総括  
【資料 】 FD・SD研修会アンケート結果  
【資料 】 2022年度相互授業参観 実施一覧（前期・後期）  
【資料 】 教員自主計画研修要領  
【資料 】 教員自主計画研修要領細則  
．職員の研修

【資料 】 純真学園大学 FD・SD委員会規程 資料 4-2-13に同じ 
【資料 】 FD・SD研修会の内訳（令和 4年度）  

【資料 】 事務職員 SD研修会（次第）  
．研究支援

【資料 】 純真学園大学 臨床研究専門部会規程  
【資料 】 純真学園大学 倫理委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 競争的資金等の取扱い規程  

【資料 】
純真学園大学競争的資金等にかかる不正行為に関する取り決

め  

【資料 】 純真学園大学 競争的資金不正防止部会規程  
【資料 】 純真学園大学 公的研究費の不正防止に関する基本方針  
【資料 】 純真学園大学競争的資金等不正防止計画  
【資料 】 純真学園大学 研究費助成に関する規程  
【資料 】 第 5回 FD・SD研修会の開催について  
【資料 】 『純真の翼』第 10号 pp.15-18 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 勤務評価記録書 資料 4-2-12に同じ 
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基準 ．経営・管理と財務 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．経営の規律と誠実性

【資料 】 学校法人純真学園 ガバナンス・コード【第１版】  
【資料 】 学校法人純真学園 就業規則 第 32条、第 39条  
【資料 】 学校法人純真学園 公益通報規程  
【資料 】 純真学園大学 競争的資金等の取扱い規程 資料 4-4-3に同じ 
【資料 】 本学ホームページ＞情報公開  
【資料 】 本学園ホームページ＞情報公開  
【資料 】 学校法人純真学園 組織規程  
【資料 】 純真学園大学 5ヶ年計画（令和 2～6年度） 資料 1-2-2に同じ 
【資料 】 純真学園大学 教授会規程 資料 4-1-15に同じ 
【資料 】 純真学園大学大学院 研究科委員会規程 資料 4-1-16に同じ 
【資料 】 純真学園大学 学部運営会議規程 資料 4-1-6に同じ 
【資料 】 純真学園大学大学院 研究科運営会議規程  
【資料 】 純真学園大学 排出水および廃棄物管理規程  
【資料 】 学校法人純真学園 ハラスメント取扱規程  
【資料 】 学生生活スタートブック 学生生活は危険がいっぱい  
【資料 】 学生相談室のご案内  
【資料 】 学校法人純真学園 個人情報保護に関する規程  

【資料 】
臨地実習要綱（新カリキュラム版）2023年度（看護学科）pp.6-
7、p.26 資料 3-2-13に掲載 

【資料 】 臨床実習要項（指導者用、放射線技術科学科）pp.10-11  

【資料 】
検査科学科の教育課程を修める上で知りえた個人情報の守秘

義務について（説明書・誓約書）  

【資料 】
臨床実習指導要領（純真学園大学保健医療学部医療工学科）

資料 3-2-22に掲載

【資料 】 純真学園大学 放射線障害予防規程  
【資料 】 純真学園大学 放射線安全管理委員会規程  
【資料 】 純真学園大学 遺伝子組換え実験安全管理規程  
【資料 】 遺伝子組み換え実験安全の手引き  
【資料 】 遺伝子組み換え実験を始める前に  
【資料 】 危機管理マニュアル（令和 3年 3月 22日版）  
【資料 】 建物の耐震化率（令和 5年 4月 1日現在） 資料 2-5-2に同じ 
【資料 】 大地震対応マニュアル（学生配布用）  
【資料 】 地震対応のフローチャート  
．理事会の機能

【資料 】 学校法人純真学園 寄附行為実施規則 第 3条  
．管理運営の円滑化と相互チェック

【資料 】 学校法人純真学園 監事監査規程 第 2条、第 3条  
【資料 】 監査概要書  
【資料 】 学校法人純真学園 事務組織規則 第 4条  
．財務基盤と収支

【資料 】 事業活動収支計画書（令和 2年度～令和 6年度）  

【資料 】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの） エビデンス集（データ

編）表 5-2に同じ 
【資料 】 学校法人純真学園 資産運用に関する取扱基準  
．会計
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【資料 】 学校法人純真学園 経理規程  
【資料 】 学校法人純真学園 経理規程施行細則  
【資料 】 学校法人純真学園 固定資産及び物品管理規程  
【資料 】 監査概要書 資料 5-3-2に同じ 

基準 ．内部質保証 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．内部質保証の組織体制

【資料 】 純真学園大学 自己点検・評価委員会規程 資料 4-1-9に同じ 
．内部質保証のための自己点検・評価

【資料 】 純真学園大学 5ヶ年計画（令和 2～6年度） 資料 1-2-2に同じ 

【資料 】
本学ホームページ＞情報公開＞14.純真学園大学自己点検評価
報告書 資料 5-1-5に掲載 

【資料 】 本学ホームページ＞情報公開＞11.財務情報 資料 5-1-6に同じ 
【資料 】 純真学園大学 IR室規程 資料 4-1-23に同じ 
．内部質保証の機能性

【資料 】 純真学園大学 5ヶ年計画（令和 2～6年度） 資料 1-2-2に同じ 
【資料 】 令和 4年度 各学科・各委員会目標（達成度） 資料 3-3-7を参照 

基準 ．地域貢献 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．地域への貢献

【資料 】 純真学園大学 広報委員会規程  

【資料 】 「ボランティア」シラバス 資料 F-12（学部）に掲
載 

【資料 】
福岡市南区大学連絡協議会構成校と福岡市南区との連携に関

する協定書  

【資料 】 純真学園大学と福岡市南区との連携協定書に関する覚書  
【資料 】 大規模災害時における純真学園施設の使用に関する覚書  

【資料 】
オンライン公開講座 2022 ママとパパのための育児教室（チ

ラシ） 資料 3-2-15に同じ 

【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.35 資料 1-1-3に掲載 

【資料 】
大規模災害時における純真学園施設の使用に関する協定書（写

し）  

【資料 】 本学教員の学会活動・社会貢献活動  
．地域への情報発信

【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.38 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.39 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.36 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.37 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.34 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 2022年度純真学園祭パンフレット  
【資料 】 令和４年度 純真学園大学学園祭 子宮頸がん検診受診者  
【資料 】 『純真学園大学だより rapport』第 2号 p.2  
【資料 】 本学ホームページ＞新着情報＞2022-10-27  
【資料 】 『純真学園大学だより rapport』第 3号 p.1-2  
【資料 】 本学 HP内「情報公開」2023-01-06  
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【資料 】 学校法人純真学園 経理規程  
【資料 】 学校法人純真学園 経理規程施行細則  
【資料 】 学校法人純真学園 固定資産及び物品管理規程  
【資料 】 監査概要書 資料 5-3-2に同じ 

基準 ．内部質保証 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．内部質保証の組織体制

【資料 】 純真学園大学 自己点検・評価委員会規程 資料 4-1-9に同じ 
．内部質保証のための自己点検・評価

【資料 】 純真学園大学 5ヶ年計画（令和 2～6年度） 資料 1-2-2に同じ 

【資料 】
本学ホームページ＞情報公開＞14.純真学園大学自己点検評価
報告書 資料 5-1-5に掲載 

【資料 】 本学ホームページ＞情報公開＞11.財務情報 資料 5-1-6に同じ 
【資料 】 純真学園大学 IR室規程 資料 4-1-23に同じ 
．内部質保証の機能性

【資料 】 純真学園大学 5ヶ年計画（令和 2～6年度） 資料 1-2-2に同じ 
【資料 】 令和 4年度 各学科・各委員会目標（達成度） 資料 3-3-7を参照 

基準 ．地域貢献 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．地域への貢献

【資料 】 純真学園大学 広報委員会規程  

【資料 】 「ボランティア」シラバス 資料 F-12（学部）に掲
載 

【資料 】
福岡市南区大学連絡協議会構成校と福岡市南区との連携に関

する協定書  

【資料 】 純真学園大学と福岡市南区との連携協定書に関する覚書  
【資料 】 大規模災害時における純真学園施設の使用に関する覚書  

【資料 】
オンライン公開講座 2022 ママとパパのための育児教室（チ

ラシ） 資料 3-2-15に同じ 

【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.35 資料 1-1-3に掲載 

【資料 】
大規模災害時における純真学園施設の使用に関する協定書（写

し）  

【資料 】 本学教員の学会活動・社会貢献活動  
．地域への情報発信

【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.38 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.39 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.36 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.37 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.34 資料 1-1-3に掲載 
【資料 】 2022年度純真学園祭パンフレット  
【資料 】 令和４年度 純真学園大学学園祭 子宮頸がん検診受診者  
【資料 】 『純真学園大学だより rapport』第 2号 p.2  
【資料 】 本学ホームページ＞新着情報＞2022-10-27  
【資料 】 『純真学園大学だより rapport』第 3号 p.1-2  
【資料 】 本学 HP内「情報公開」2023-01-06  
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基準 ．自校教育 
基準項目

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考

．自校教育

【資料 】 純真学概念図（2022年度以降）
【資料 】 『純真の翼』第 10号 p.12 資料 1-1-3に掲載
【資料 】 純真学専門部会 総括 資料 3-3-7に掲載 

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 
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